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幼児教育部会における検討事項について（案） 

（教育課程企画特別部会 論点整理より） 

 
［１］新しい幼稚園教育要領が目指す姿について 

―幼児期に育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の構造化の方向性から― 

 
○論点整理に示された育成すべき資質・能力の基本的な考え方を踏まえ、幼児

教育の特性に配慮した幼児期において育みたい資質・能力をどう明確化するか。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立って、幼児期における指導方法をどのよ

うに充実するか。 

［２］幼稚園教育における改訂の具体的な方向性について 

―教育課程の基本的な枠組みと、小学校教育との接続から― 

 
○幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をどのように明確化するか。 

○幼児期にふさわしい評価の在り方についてどのように考えるか。 

○幼児教育の特性等に配慮した内容をどのように改善・充実していくか。 

○幼児教育と小学校教育との接続を一層強化していくための支援方策をどの

ように進めるべきか。 

○幼稚園における子育ての支援の在り方をどのように捉え、進めるべきか。 

○幼稚園教育の目的や目標を達成するために、幼稚園におけるカリキュラム・

マネジメントをどのように確立すべきか。               

等 
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幼児期において育みたい資質・能力及び幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿の明確化に関する論点（案） 

 

① 幼児期において育みたい資質・能力について 

 

○ 「教育課程企画特別部会 論点整理」に示された育成すべき資質・能力の基本的な考

え方等を踏まえ、幼児教育の特性に配慮した幼児期において育みたい資質・能力をどの

ように明確化するか。 

 

論点整理においては、育成すべき資質・能力を三つの柱（「何を知っているか、何ができ

るか（個別の知識・技能）」、「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・

表現力等）」、「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性等））」で整理すること、次期幼稚園教育要領・学習指導要領については、資質・能力

の三つの柱全体を捉え、教育課程を通じてそれらをいかに育成していくかという観点から、

構造的な見直しを行うことが必要であることなどが提言されている。 

幼児期において育みたい資質・能力をこの三つの柱で整理することを前提に、幼児教育の

特性に配慮しつつ、その資質・能力の明確化を図るにはどのようにすればよいか。 

 

 

② 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化について 

 

○ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をどのように明確化するか。 

 

論点整理においては、小学校の各教科等における教育の単純な前倒しにならないよう留意

しつつ、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化を図ることが提言されている。 

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿については、「幼児期の教育と小学校教育の円滑な

接続の在り方に関する調査研究協力者会議」が平成 22 年 11 月に取りまとめた「幼児期の教

育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」において、「幼児期の終わりまでに

育ってほしい幼児の具体的な姿（参考例）」（資料３）が示されており、この報告書の参考例

を基に、その明確化を検討していくべきと考えられるが、以下の視点から改善すべきことは

ないか。 

 

・論点整理「育成すべき資質・能力について」（資料４ 資質・能力等関係資料 論点整理 

抜粋Ｐ8～Ｐ13）を踏まえた視点 

 

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 
教育課程部会幼児教育部会 

資料１ 
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・平成 22 年以降の幼児を取り巻く環境の変化、幼児の育ちの変化、今後の社会の質的な変

化、国際社会における幼児教育に対する認識の高まり、いわゆる非認知的能力の重要性の指

摘、新しい時代と社会に開かれた教育課程（論点整理抜粋Ｐ1～Ｐ4）等を踏まえた視点 

 

・幼稚園教育要領における５領域との関係や、要領全体とのバランスの視点 

 

・「前の学校段階での教育が次の段階で生かされるよう、学びの連続性が確保されることが

重要である。」と論点整理（論点整理抜粋Ｐ13）において提言されていることを踏まえた、

小学校教育からの視点 

 

・「次期改訂に向けての課題」（例 自己肯定感が低い）（論点整理抜粋Ｐ5～6）を踏まえた

視点 
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個別の知識や技能
（何を知っているか、
何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等

（知っていること・できることをどう使うか）

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの

（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

幼稚園

幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係（たたき台）

人格の完成を目指し、平和で民主
的な国家及び社会の形成者として
必要な資質の育成を期す

教科横断的・総合的に育成すべきさまざまな資質・能力

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

アクティブ・ラーニングの視点に立った深い学び、対話的な学び、主体的な学びの実現

小学校以上

領 域
・健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う
・他の人々と親しみ，支え合って生活するために，自立心を育て，人とかかわる力を養う
・周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり，それらを生活に取り入れていこうとする力を養う
・経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し，相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を
育て，言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う
・感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して，豊かな感性や表現する力を養い，創造性を豊
かにする

思考力・判断力・表現力等の
基礎

個別の知識や技能の
基礎

学びに向かう力・人間性等

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日
教 育 課 程 部 会
幼 児 教 育 部 会

資料２
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特別支援教育部会における検討事項について（案） 

 

全ての学校や学級に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可

能性があることを前提に、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、子

供たちの自立と社会参画を一層推進するため、以下の事項を検討してはどう

か。 

 

１．特別支援教育における、 

① 社会に開かれた教育課程、育成すべき資質・能力、「アクティブ・ラーニ

ング」の視点に立った指導、カリキュラム・マネジメントの在り方。 

 

２．幼稚園、小学校、中学校、高等学校等において、 

① 各教科等の目標を実現する上で考えられる困難さに配慮するために必要

な支援の改善・充実。 

② 通級による指導や特別支援学級の意義、それらの教育課程の取扱いにつ

いての改善・充実。 

③ 合理的配慮の提供も含めた「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

の位置付け並びに作成・活用の方策についての明確化。 

④ 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の確立等の観点等

の明確化。 

⑤ 共生社会の形成に向けた障害者理解の促進、交流及び共同学習の一層の

充実。 

 

３．特別支援学校において、 

① 幼児児童生徒の発達の段階に応じた自立活動の改善・充実。 

② これからの時代に求められる資質能力を踏まえた、障害のある幼児児童

生徒一人一人の進路に応じたキャリア教育の充実。 

③ 知的障害のある児童生徒のための各教科の改善・充実。 

 

４．幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、 

① 子供たち一人一人の学びの連続性を実現するための教育課程の円滑な接

続の実現                    

など 
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特別支援教育部会（第２回）における主な意見（未定稿） 

 

 

特別支援学級の教育課程 

（教育課程の編成） 

○ 特別の教育課程が組めるということが特別支援学級のよさであるが、特別支援学

校学習指導要領を参考にすることとされているため、その指導内容の精選の仕方、

教育課程の編成の方法などが、小学校学習指導要領を見ていただけではわからず、

実際に携わっている教員、校長が特別支援学級の方の教育課程の編成の仕組みとい

うものが分かりづらく、そこがネックとなっていろいろな課題が発生している。 

○ 特別支援学級にいる児童生徒を担当する教員にも分かるような小学校、中学校の

学習指導要領の記述が必要だと思う。 

○ 特別支援学校であれば、特別支援学校学習指導要領に基づいて、具体的な編成は

校長を中心として教務部で行い、学習指導要領総則の障害者等に関する教育課程の

取り扱いなどを、事業者（学校）として理解しているが、小・中学校ではまだそう

いう状況になっておらず、小学校・中学校では、特別な教育課程の編成を担任や担

当者が考えているのが現状である。子供の学習をより効果的な展開をするために先

生方の協力も必要であるということを周知する意味でも、自立活動という、用語を

明示する段階であると思う。 

○ 特別支援学級は少人数で指導しているが、小学校の 1 年生から 6 年生までの児童

が一緒にいるため、学年とか障害の状態が様々で、指導内容の精選や、使用する教

科書の問題、教員の専門性の向上など、様々な課題がある。 

 

（自閉症） 

○ 自閉症の指導について、特別支援学校学習指導要領解説の自立活動編を小・中学

校の教員が見るということがなかなかない。この自立活動は、小・中学校の通級に

よる指導の中でもとても大事なものであり、特別支援学校学習指導要領の中で、自

閉症の児童生徒に対する自立活動を示されないかと思う。 

 

（知的障害） 

○ 知的障害の児童生徒に対する教育の中で、各教科等を合わせた指導は、小・中学

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
（第３回）     資料６ 
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校の通常の教育課程の中にはないため、教育課程の行き来がなかなか難しい状況が

ある。 

○ 小・中一貫教育を行っている中で、例えば知的障害の特別支援学級の小・中継続

のところで、小学校 6 年間は特別支援学級の教員は小学校全科指導ができるため、

各教科を通常の学級に準じた下学年適用の対応もできるが、中学校では教員たちが

教科の免許状で採用されており、中学校の教員が小学校の教育課程を十分に知らな

い現実がある。軽度の知的障害の子供、就労を前提とした子供ならば、小学校高学

年程度の学力も身に付けさせたいと思っており、中学校の教育課程に課題があると

思う。免許状や採用まで、もう少し総合的に広く検討していく必要があると思う。 

 

（重複障害） 

○ 知的障害の特別支援学級などに肢体不自由の子供、脳性麻痺の子供は相当在籍し、

知的障害のある子供たちと、知的障害がありかつ脳性麻痺で肢体不自由の子供たち

の学級、学習グループをどう構成するのか、一人一人の実態に応じた指導を適切に

行うとはどういうことなのか、先生方は悩んでいる。通級でも、重複障害をもつ子

供たちが今後増えていく可能性がある。 

○ 知的障害がある場合は、知的障害特別支援学級の中で肢体不自由の子供に合理的

配慮を行っていくということもあると思う。さらに、バスを使って特別支援学校に

行くということで、副籍交流ということで、少し行き来ができるようにということ

が始まっている。 

 

（学校教育法施行令第２２条の３対象の児童生徒） 

○ インクルーシブ教育システムの考え方を踏まえて就学指導も変わってきて、22 条

の 3 に該当する児童生徒が特別支援学級に入る場合が増えてきているが、通常の小

学校の教育課程の学習だけではなかなか対応できないという事実があり、そこにも

しっかりと目を向けた体制作りを是非発信していく必要がある。 

 

通級による指導の教育課程 

（障害に応じた特別の指導） 

○ 自立活動というものが小・中学校の学習指導要領の方からは分かりにくく、通級

による指導に携わる先生に自立活動というものが理解されて、指導がうまくいって

いるとはなかなか言えない状況である。 

○ 小・中学校学習指導要領の解説の中で自立活動というもの触れられており、そろ
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そろ小・中学校等の学習指導要領においても、自立活動について何らかの形で示す

べきである。 

○ 小・中学校の教員にも、自立活動の必要性について意識が高まっている。自立活

動の視点で子供の実態を捉えて、子供を理解するというのはどういうことなのか、

自立活動の見方、考え方について、現場の先生方に御理解いただけるような形で発

信していくことが大事である。 

○ 学習指導要領は骨格として示されているものであり、それをもっと具体化した中

間的な、通級による指導の手引や、各自治体でやっている教育課程基準資料などの

充実が必要であるという方向性を示すことが大事であると思う。 

○ 現場の先生方が実際に何をすればいいのか、具体的な指導内容を想起できるよう

なものが欲しいという声は理解するが、一方で、自立活動の見方で子供を理解する

というのはどういうことなのかの理解を抜きに、具体的にこれをすればよい、とい

うものだけが先走ってしまうと、場合によっては合理的配慮で対応すれば、自立活

動の指導が必要であるがなされないというような状況も生み出しているのではな

いかと危惧をしている。 

○ 教科担任制の中学校では、やはり教科指導に力点が置かれ、キャリア教育の視点

が乏しい。中学校における通級による指導が小学校から比べて非常に割合的に低い

背景は、まず小学校での成果があることや、中学校から同じスタートラインで出発

したいという保護者や生徒本人の気持ちもあることなどが考えられる。 

○ 障害に応じた特別な指導について、全国の状況を見ていると、今通級に一番求め

られるのは、実は医学診断がなくても、教育的ニーズがあれば専門指導を受けられ

るという弾力性だと思う。全国的にはまだ少なく、診断があれば通級に行けるとい

うところが多い。 

○ 通常学級の中にいる発達課題、発達障害のある子供たちに対して、診断があれば

というそのくくりがあるがゆえに、実態としては診断がなくている子供たちのフォ

ローがなされていない。どういう状況であっても、通常学級での学びがしんどい子

は、要は一斉指導の定着がなかなかしんどいであろうと思われる子供さんは、やっ

ぱり早い段階で落ちこぼれてから、できなくなったと、明らかに厳しいと分かって

からではなくて、その前段階で専門指導が受けられるように、通級の弾力性をしっ

かり明文化していく必要がある。 

○ 全国の中学校における、特に LD の子供への指導というのも、残念ながら、ほと

んど実態としてはなされていない。 

○ 例えば幼稚園の段階でしりとりがうまくできていないのが分かっているケース
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は明らかに音韻形成ができていないが、音韻形成ができていなければ、1 年生にな

ったときに一斉指導の中で読み書きができるようになることは明らかに難しいで

あろうという予測が立てられる。リスクはそれだけではない。現状としては、小学

校 1 年生になって、何か字が書けないわね、興味がないのかしらという具合にずっ

と置いていかれてくるケースが多い。特に英語が小学校で義務化されると、確実に

LD の子供たちが今まで以上に顕在化していることが推察され、本当にしんどくなっ

て、本人も自分はできなくてもしようがないと思ってから、通級に行きますかとい

うような現状では、教育の機会平等を考えると、非常に不適切であると考える。 

○ 脳の発達特性、例えば音韻認識が苦手だとか、視覚認知が弱いとか、例えば粗大

運動とか、協調運動がしんどいわといった段階で、専門的に訓練を受けられるよう

に、やっぱり通級そのものの在り方を変えていく必要があり、それを明記するとい

うことはすごく大事だと思う。 

 

（指導体制） 

○ 通級による指導の中で行う障害の状態に応じて特化した指導を受けられ、通級の

指導の先生と通常の学級の先生とが連携するということも成果を上げている。 

○ 通級の担当の教員加配が増やされてきているが、実際に通級指導が必要な児童生

徒に見合った教員の配置がまだまだという状況である。今後インクルーシブ教育シ

ステムということを考えた場合に、通常の学級に在籍しながら部分的に指導を受け

られるという、この通級による指導はまだまだ増えていくと思われる。 

○ 通級の先生とその子が在籍している学級の先生との間での連絡が重要であり、通

級における指導だけではなくて、通級担当の先生が通常の学級でもできる工夫の提

案なども、次の学習指導要領の中に明記されると般化していくのではないかなと思

う。 

 

（児童生徒、保護者への説明） 

○ 自校通級の場合、クラスのほかのお子さんたちにどう説明するかが課題で、特別

視されてしまう可能性があるから、他校通級の方がいいということを聞いたことが

ある。自校通級の場合、交流及び共同学習であるかという問題もあると思う。 

○ その学校の障害理解教育ともすごく大きく関わってくることであるが、基本的に、

通級しているということを隠さない。なるべくきちんと説明をするということを前

提にしている。そのために、保護者の了解を得た上で、通級に行って、きちっとお

友達と上手に話せるような勉強をしているんだよとか、説明の仕方を担任がみんな
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にするようにしている。自分の学校で必要な指導を受けるということが、隠すこと

ではなくて、オープンになるような指導も、これは学校全体の指導として必要であ

る。 

 

（環境整備） 

○ 特に通級による指導の中で、ICT は子供によっては極めて有効なツールとなって、

これは学習面、生活面をサポートするという、実際、学校に在籍している間だけで

はなく、将来の生活に向けての非常に強力なツールになるという意味でも非常に重

要であるが、例えば学校の WiFi 環境ですとか、ネット環境の整備がネックになっ

て、非常に実際に有効だと分かっていて、使いたいけれども使えないという状況が

起こっている。 

 

通常の学級における指導 

○ ユニバーサルなデザインを取り入れた授業ということで、通常の学級の先生方が

自分のクラスにもいろいろな障害のある子にとって分かりやすい授業がみんなに

分かりやすい授業であるといった観点の切り口から実績研究、研究授業も行われて

きている。 

○ 通常の学級でも、いろいろ配慮が必要な生徒たちが在籍しており、個別の指導計

画、支援計画が必要になってくるが、まだ不十分であり今後高めていく必要がある。 

 

（各教科等における配慮事項） 

○ 小・中学校の各教科の方の中でも障害のある児童生徒についての配慮事項が示さ

れていくべきである。 

○ 通常の学級の中での LD、ADHD、また高機能の自閉症の子供への対応が求められて

きており、小・中学校学習指導要領の中に、通常の学級の教科学習の中でこれらの

特性を持った子供たちに、どのような支援をすべきか具体的なものが書かれる必要

があると思う。 

○ 全員が LD、ディスレクシアではないが、日本語という言語と英語という言語の音

韻の違いというところを言語的に踏まえた指導というのは、我が国の英語教育はや

ってきていないため、ますますそういう子供たちは中学校で当然英語では落ちこぼ

れていく。現状今の中学校では、そういう子供たちをフォローしておらず、ますま

すそこで差が開くと思う。そこを踏み込んで、弾力的に使えると具体的に書いてい

く必要があると思う。 
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（合理的配慮） 

○ 肢体不自由、病弱や身体虚弱のある児童生徒は、医療の進展とともに、通常の小・

中学校で対応する必要が高まってきていることも検討していく必要がある。 

○ 肢体不自由で知的障害がない場合、通常の学級に行っているケースが多く、何ら

かの手だてを行うことにより、大分参加することができたり、それから目標を少し

変えたり、学習内容の変更・調整等を行うことで随分うまくいくところがあり、今

後は通常の学級にいて合理的配慮をどう行うかというところが大きな課題になっ

てくると思う。 

 

（学級経営） 

○ UD、ユニバーサルデザイン授業をいくらやったって、課題のある子供たちがみん

なができるようになるわけがない。いろいろな子供たちがいることを踏まえた上で

いかに学級経営をしていくかということも、しっかりと書いていかないとなかなか

難しいと思う。小学校の学習指導要領総則の中の配慮事項に日頃から学級経営の充

実を図りと、さらっと書いてあるところを、いろいろな発達特性のある子供たちが

いることを前提とした学級経営をするとか、あるいは、そのためにはしっかりルー

ル及びメタルールを作る、基本教育もやるというようなことを書き込んでいくこと

が、例えばその子供たちが通級に行ける土台も作っていくと思う。場の平等になっ

ていて、実質的には指導の平等がなかなか実践されていないのではないかというこ

とを思う。 

 

個別の教育支援計画、個別の指導計画 

○ 成果として、個別の教育支援計画ですとか、個別の指導計画というものが大分学

校の方には定着し、それを作るということによって外部の専門機関との連携や、支

援員の配置などが徐々に進んできている。 

○ 現行の小・中学校等の学習指導要領の総則に示されている、暗に個別の指導計画、

暗に個別の教育支援計画を作成するという文言については、作成状況を踏まえると、

明示すべき段階ではないかと思う。 

 

（関係機関との連携） 

○ 家族のありようというのは非常に多様化しているというのが現実で、障害種別ご

とにばっさばっさと縦割りに切って支援をするという時代ではないと思う。とりわ
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け、今後、中長期的な未来を考えたときに、そうした発想というのは避けるべきで

ある。 

○ 特に一人一人の子供の育ちを支える、支援するという意味で、個別の教育支援計

画は何を根拠に計画を立てているのかということが重要であり、とりわけ、今非常

に多様な子供の育ちに関する専門家が参画してくるという傾向が今後も進行して

いくと思う。その際、子供たちの育ちに関してマルチにアセスメントというのをき

ちっと行った中で計画が立てていこうとしているというのが今日的な動向である。 

○ 保護者にとって、計画が何を根拠に立てられているのか、学校がそれを答えられ

るような体制ができているのかで、信頼関係まで踏み込む関係性が出てくる。 

○ 学校だけで完結する時代ではなく、子供は地域の中で育って生きていく意味では、

学校教育だけを充実するかという話だけではない。もっと点ではなくて、面として

地域の中でこの子供の育ちをどう支えていくかという視点で発想しないと、2030 年

は迎えられないと思う。 

○ 小学校の場合は、就学支援シートが大分普及し、それを基に作っていく。関係機

関と連絡をとって作っていく方に向かっている。関係機関が入っていくことで、よ

り確かな個別の教育支援計画、指導計画になっていくと思う。 

○ 小学校の集団生活の中で専門家の力を借りた計画の立案というのは非常に大事

である。ただし、規模が大き過ぎて、なかなか区市町村の自治体の方までは機能し

ない部分があり専門家を活用した仕組みを保障するような支援が必要だと思う。 

○ 教員は、この子供は発達障害なのではないかと見立て、最初はそのように見えた

子供が、いろいろ見ていくと、実は家庭の非常に養育困難、状況が厳しいというこ

とがあったり、愛着障害というようなケースもあり、やはり学校だけではここは対

応できないと思う。特に、ケースワークのできる者が入りながら、学校と医療、福

祉、保健、また就労も含めてつないでいく、こういう制度を含めた検討が必要であ

る。 

○ 実態把握の現状を取材していると、医師がこういうふうに言ったから、これはで

きません、みたいな医学モデルが教育に入り込んでいる。医学モデルではなくて、

発達特性を踏まえるような内容にしていく必要がある。 

 

（合理的な配慮の記述） 

○ 合理的配慮というものを個別の教育支援計画、個別の指導計画にどういうふうに

書き込むのかということも触れてかないと、なかなか小・中学校の方で合理的配慮

についての周知が進まない思う。 
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○ 合理的配慮がないから、何が何でもやらなければいけないという誤解が広がって

いるということを実感している。前の中教審でも、合理的配慮を行う前提として教

育に求めるものといってしっかり 6 項目を打ち出したにもかかわらず、例えば読み

書きが困難な子供の保護者から、必ずパソコンを使わせろという要望がある。やは

り、目的に合って、何を配慮する、何を必要及び適当に変更、調整するのかという

ことをしっかり書き込んでいかないと、何でも配慮して、結果的にその子が社会に

出て自立したり、社会参加するための力がついていないケースがも多いと思う。 

 

（個別の教育支援計画の引継ぎ） 

○ 就学前の指導と小学校、小学校から中学校がうまくつながっていくために、一貫

したシートの中で実現できればよい。これをどうすればシステム化、機能していく

かということを議論していく必要がある。 

○ 小学校から中学校へきっちりとつなげる。保幼から小学校へきっちりつなげるこ

とが大切である。小学校でこういうことがあったのを、中学校にきっちりつないで

くださいと、これは保護者の願いであり、これがきっちりとつながれていないと、

保護者との信頼関係を失う。 

○ 中学校の特別支援学級から高等学校への進学者が増加しているが、入学の前に中

学校から障害のある子供の情報というのはほとんど上がってこない。小・中、高等

学校も含めてですが、総則の中にいま一歩踏み込んだ形で個別の教育支援計画、あ

るいは指導計画ということを位置づけていくことで、中学校から、義務教育から高

等学校へのつなぎのところでは改善していくと思う。 

○ 高等学校では、例えば、小学校で特別支援学級と中学校で特別支援学級、小学校

で特別支援学級と中学校で通級による指導、小・中学校で通常学級という生徒が入

学しており、支援の引き継ぎについて、支援の継続性を阻む障壁があると思う。こ

の生徒がなぜ小学校で特別支援学級だったのか、中学校で通常学級だったのかよく

分からない。 

○ 実際に上がってくるのは様々な生徒指導の案件、学習指導、テストの結果など多

様なことを通じて上がってくると、小・中学校の今までの何をやったのかというこ

とが浮かび上がってくるということがある。学年もあるが、どうして切れ目が生じ

てしまうのかという論点で検討していかないと、恐らく学校現場には伝わらないと

思う。 
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（個別の教育支援計画の作成、活用、評価、改善） 

○ 適切な指導及び必要な支援を行うためには、個別の指導計画等の作成、活用、評

価、改善、いわゆる PDCA サイクルが非常に重要であるが、現状を見ると、個別の

指導計画、個別の教育支援計画の作成はほぼ量的には達し、活用も様々努力されて

いるが、それを評価して、次の個別の計画等の作成に生かすというところが現状ど

の程度なされているのか課題である。 

 

（個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成する対象） 

○ 個別の教育支援計画、あるいは個別の指導計画の対象をどう考えるか、現状の「必

要に応じて」をどう考えるかについて、これを具体的に書いていくのは難しいが、

実際には診断はないが、サポートは必要だろうと考えられる児童生徒がかなり多い

という状況から考えると、この「必要に応じて」ということを判断する手順、手続

を明確化していくことが必要だと思う。 

○ 通常の学級でも、いろいろ配慮が必要な生徒たちが在籍しており、個別の指導計

画、支援計画が必要になってくるが、まだ不十分であり今後高めていく必要がある。

＜再掲＞ 

 

特別支援教育コーディネーター、校内体制 

（特別支援教育コーディネーター） 

○ 特別支援教育コーディネーターは様々な運用の仕方があり、例えば 1 人だけ指名

という場合、学年別にコーディネーターを指名し、かつ全体のコーディネーターが

いるという形、フリーで特別支援コーディネーターを担当するという教員がいると

いう場合もある。 

○ それぞれ自治体によって異なるが、もともと教員定数配置にもなっていないため、

コーディネーターの専任化というところは難しい。全国的には、特別支援学級は通

級の教員がコーディネーターを担当している場合や、養護教諭が担当しているとい

う場合も多く、1 人ではなく、複数のコーディネーターを配置する場合が最近は多

いと思う。 

○ 特別支援学級とか養護の先生だけではなく、通常の学級の先生がコーディネータ

ーをやるというのが非常に意味がある。 

 

（校内体制、教育委員会の支援） 

○ 中学校における校内の支援体制は、非常に忙しい中で生徒指導が中心となってお
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り、それと統合し、特別支援における教育支援を十分に機能させていくかが課題で

ある。十分に機能するシステムに具体的に示していきたい。 

○ 校内委員会の活用が一番ポイントであり、様々な知恵を集めて計画、立案、実際

の途中経過、最後、年度末の評価も含めた年間計画をきちっと立てて、毎月校内委

員会をやっていたが、その中で外部の専門家もできれば入れながらやっていきたい。 

○ 校長のリーダーシップだけでなく、教育委員会の強いリーダーシップの下にこれ

を推進していかないと、難しいと思う。教育委員会で、もし保護者の同意が得られ

ていなくても、学校ではこう対応するのだということをきちっと作り、保護者の合

意を得ながらそれを継続していくということを学校に伝えることによって、学校が

対応できると思う。 

 

交流及び共同学習、障害者理解 

○ 障害者理解について、道徳の中では、指導内容の 4－3 の正義、公正、差別、偏

見のない社会の実現という指導内容に是非とも障害者理解というような項目が明

記されるとよい。そして、障害者理解の資料が教科書の中に入れられるとよい。 

○ 共生社会の形成という理念は、学級がそういう支持的風土のある一人一人が認め

合う集団でなくてはいけない。そういう集団でなければ、合理的配慮は提供できな

い。学級経営の充実を指導要領の中に何か含まれていければよい。 

15



言語能力の向上に関する特別チームにおける検討事項 

 
 
 
１．「国語科」及び「外国語科・外国語活動」を通じて育成すべき言語能力について 
 ・育成すべき資質・能力の可視化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 
ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 
ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性等） 
 ・他教科における言語能力の育成との関係について 
 
２．言語能力を向上させるための、「国語科」及び「外国語科・外国語活動」におけ

る指導内容の系統性について 
 ・目標・指導内容（当該教科において育成すべき資質・能力）等全体に関して 
 ・言語の仕組み（音声、文字、語句、文構造、表記の仕方等）に関して 
 
３．言語能力を向上させるための、「国語科」及び「外国語科・外国語活動」相互の

連携について 
 ・目標・指導内容（当該教科において育成すべき資質・能力）等全体に関して 
 ・言語の仕組み（音声、文字、語句、文構造、表記の仕方等）に関して 
 ・ローマ字学習の取扱いについて 
 
４．効果的な指導の在り方について 
 ・教科担任制の中・高等学校における連携の在り方 
 ・短時間学習の活用 
 ・ＩＣＴ等の活用 

16



 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 
教 育 課 程 部 会 
言語能力の向上に関する特別チーム 

資料２ 

 

言語能力の向上に関する特別チーム（第２回）における論点 

 

論点１ 

・言語に関する資質・能力を三つの柱で整理した資料３について、 

①個別の知識・技能、②思考力・判断力・表現力等、③学びに向かう

力、人間性等のそれぞれの整理は適当か。 

・特に②について、「知的活動（論理的思考とそれに支えられた創造的思

考等）」「感性・情緒」「コミュニケーション」のバランスは妥当か。 

 

論点２ 

・資料３の整理を前提に、言語に関する資質・能力を言語に関する認知

と思考のプロセスに着目して要素を整理した資料４について、「テクス

ト・情報の理解」、「文字や音声による表現」のそれぞれの基本的な流

れや要素は適切か。 

・また、「知的活動（論理的思考とそれに支えられた創造的思考等）」の

みならず、「感性・情緒」、「コミュニケーション」の資料４における位

置付けは十分か。 

 

論点３ 

・資料４の言語に関する資質・能力の要素について、特に発達段階を考

慮した場合に、どのような点に違いが出ると考えられるか。 

 

論点４ 

・資料５を踏まえ、言葉の働き（機能）や言葉の仕組みに関する気付き

の観点など、言語能力を向上させるために「国語科」と「外国語科・

外国語活動」双方の学習が効果的と考えられる点は何か。 

・また、これ以外の教科等との関わりについてどう考えるか。 
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個別の知識や技能
（何を知っているか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等
（知っていること・できることをどう使うか）

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの
（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

○言葉の特徴やきまりに関する知識・技能

・言葉の働き、役割

・文字や符号（平仮名、片仮名、漢字、
ローマ字、アルファベット、句読点、
かぎ（「」）、終止符、疑問符、コンマ、
引用符、感嘆符等）

・音声（アクセント、発音、イントネーション、
区切り等）

・語の意味、慣用表現

・語彙

・文の構成、文法
（主語と述語、修飾と被修飾の関係、
指示語や接続詞、単語の活用など）

・文章の構成や組み立て

・表現の技法や工夫

など

【知的活動（論理的思考とそれに支えられた創造的思考等）の側面】
○以下の力を総合的に働かせて、構造と内容を把握する力
・書き手や話し手の意図や立場を理解する力
・場面や文脈を理解する力 ・次の展開を予測する力
・事実と意見を区別する力
・文と文の関係や文章全体の構成を理解する力
・書かれて（話されて）いる情報と情報の関係を理解する力
・既有知識に基づいて、情報を補足・精緻化する力 など

○構造と内容の把握によって獲得した新しい情報を、既に持っ
ている知識や経験・感情に統合し、全体として首尾一貫した
意味内容を再構築・構造化する力(解釈・考えを形成する力)
○以下の力を総合的に働かせて、表現（推敲）する力
・命題を設定し、伝える情報を取捨選択・構造化し、内容・構成・表
現を検討する力
・読み手や聞き手を意識・想像する力 ・場面を理解する力
・自分の意図や立場を明示する力 ・事実と意見を区別する力
・文と文の関係や文章全体の構成を明確にする力
・書く（話す）情報と情報の関係を明確にする力 など

【感性・情緒の側面】
・相手や作品の中の人物等の思いや感情、作品の内容・表現などを
感じ取ったり、感動したりする力
・言葉から事柄などを推し量り、自由にイメージを思い描く力
・言葉によって思いや感情を意識化し、感性をより高めたり、感情の
表出をコントロールしたりする力 など

【コミュニケーションの側面】
・知的活動や感性・情緒に支えられたコミュニケーションする力
・読み手や聞き手を意識・想像する力
・相手に配慮した表現をする力 ・相手の視点を考慮して展開する力
・伝え合うことで自分の考えを広げたり深めたりしたり、協働して考え
を形成したりする力 など

・言葉を通じて、自分のものの見方、考え方
を深めようとするとともに、考えを伝え合う
ことで、集団の考えを発展させようとする
態度

・様々な事象に触れたり体験したりして感じ
たことを言葉にするとともに、それらの言
葉を互いに交流させることを通じて、心を
豊かにしようとする態度

・言葉を通じて積極的に人や社会と関わり、
自己を表現し、他者を理解するなど互い
の存在についての理解を深め、尊重しよ
うとする態度

・言語文化に対する関心

言語に関する資質・能力（検討のたたき台）
平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日
教 育 課 程 部 会
言語能力の向上に関する特別チーム

資料３

18



※必ずしも一方通行、順序性のある流れではない。

表現

テ
ク
ス
ト
・
情
報
の
理
解

解釈・考えの形成

言語に関する資質・能力の要素
（言語に関する認知と思考のプロセスに着目して、主に知的活動の側面から整理したイメージ案）

命題の設定

構造と内容の把握

・ことばの特徴やきまりに関する知識・技能の活用
・書き手、話し手の意図や立場の理解
・場面、文脈の理解 ・言語感覚による捉え
・照応処理（指示語の特定等） ・次の展開を予測
・事実と意見の区別 ・感情の読み取り
・文と文の関係や文章全体の構成の理解
・情報と情報の関係の理解
（原因－結果、判断－根拠、問題－解決、定義－例示など）
・既有知識に基づく補足や精緻化 など

伝える情報の取捨選択、
構造化

内容・構成・表現
の検討

推敲【文章表現】
・誤字や言い回しの修正
・内容や文章の再評価

文
字
や
音
声
に
よ
る
表
現

状況に応じた調整【音声表現】
・相手に配慮した表現
・相手の視点を考慮した展開

・ことばの特徴やきまりに関する知識・技能の活用
・読み手や聞き手への意識・想像 ・思いや感情の意識化
・場面の理解 ・言語感覚による判断
・自分の意図や立場の明示 ・事実と意見の区別
・文と文の関係や文章全体の構成の明確化
・情報と情報の関係の明確化
（原因－結果、判断－根拠、問題－解決、定義－例示など）

など

考えの形成

認知と思考のプロセス

形成した考えを
活用して次の表現へ

獲得した知識を活用
して次の理解へ

メタ認知した
知識も含む

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日
教 育 課 程 部 会
言語能力の向上に関する特別チーム

資料４

獲得した知識、
形成した考えを
活用して、次の
理解や表現へ

・新しい情報を、既に持っている知識や
経験・感情に統合

・全体として首尾一貫した意味内容を
再構築・構造化
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高等学校地歴・公民科科目の在り方に関する特別チームにおける検討事項 
 
 
１．高等学校の地理歴史科、公民科に置く新科目の内容の検討について 
 
（１）「歴史総合（仮称）」 
  ① 当該科目を通じて育むべき資質・能力について、特にどのような思考力・判断

力・表現力等（事象を捉える教科・科目特有の視点や考え方など）を育むか 
  ② 歴史の転換等を捉えた学習の在り方 
   ・歴史の転換期の軸 
   ・学習対象となる時代 
  ③ 日本と世界の動きの関連付け 
 
（２）「地理総合（仮称）」 
  ① 当該科目を通じて育むべき資質・能力について、特にどのような思考力・判断

力・表現力等（事象を捉える教科・科目特有の視点や考え方など）を育むか 
  ② 地理教育に求められる今日的要請への対応 
 
（３）「公共（仮称）」 
  ① 当該科目を通じて育むべき資質・能力について、特にどのような思考力・判断

力・表現力等（事象を捉える教科・科目特有の視点や考え方など）を育むか 
   ・様々な課題を捉え、考察するための基準となる概念や理論 
  ② 公民教育に求められる今日的課題への対応 
 
 
２．高等学校地理歴史科、公民科に置く科目間の関係の整理（高等学校における各科目

の標準単位数を含む）について 
 
（１）「歴史総合」と「地理総合」の地理歴史科としてのまとまり 
（２）新設する科目（「歴史総合」「地理総合」「公共」）について、高校生として共

通に求められる資質・能力を確実に育む共通必履修科目の設計と生徒の興味・関心
や進路に応じた選択科目の設計（高大接続の観点を含む） 

 
３．小・中学校社会科等と高等学校地理歴史科、公民科との内容の系統性について 
 
（１）小学校社会科・中学校社会科の各分野（地理的分野、歴史的分野、公民的分野）

と高等学校の関係教科・科目の内容の系統性 
 
４．その他 
 
（１）適切な指導がなされるための要件（周知・広報、研修等） 
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高等学校学習指導要領における歴史科目の改訂の方向性 (たたき台案)

・・近代化・・ ・・大衆化・・ ・・グローバル化・・

近現代における歴史の転換
～日本と世界のつながり～

☆「比較」 （類似と差異） ☆「因果」（原因と結果） ☆「相互作用」（関係性やつながり）

○工業化と政治変動
・諸革命と社会の変化…等
○日本とアジアの変貌
・様々な政治改革 …等

○急変する国家・社会
・第二次産業革命と帝国主義，科学技
術と消費社会，越境する人々… 等

○動揺する世界・日本
・自由主義と国民主義，国際協調と経
済の混乱，総力戦と国民生活，…等

○三つの世界と日本
・冷戦と日本の経済成長，アジア・アフ
リカの独立と経済発展…等

○持続可能な社会の実現
・市場経済の発展，地域紛争，地域
統合の進展，日本の役割…等

※学習課題によって，取り上げる時期を広げて設定したり，多様な地域を取り上げたりすることで理解を深めることも考えられる。

〔科目の
導入〕

歴史学
習の目
的・意義

○大交易
の時代
…等

※○は，内容のまとまりの例
・は，学習内容の例

【考えられる例】

【考察の手立て】

●学習課題を設定する ●資料を活用して考察する ●歴史を捉える概念を理解する

平成２７年１２月２１日
教育課程部会高等学校
の地歴・公民科科目の在
り方に関する特別チーム

資料３
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(1)現代世界の特色と
諸課題の地理的考察

(2)生活圏の諸課題の
地理的考察

(1)現代世界の特色と
諸課題の地理的考察

(2)生活圏の諸課題の
地理的考察

ア 地球儀や地図からとらえる
現代世界

イ 世界の生活・文化の多様性
ウ 地球的課題の地理的考察

ア 日常生活と結び付いた地図
イ 自然環境と防災
ウ 生活圏の地理的な諸課題と
地域調査

地理A

高等学校学習指導要領における地理科目の改訂の方向性（たたき台案）

0

○地理的な技能
「実践的な社会的スキル

としての GIS活用」
○地理的知識と地理的理解

「地球規模（グローバル）の
自然システム，
社会・経済システム

の知識と理解」

資質・能力現行地理A科目 新必履修科目(案)

⇒以降の地理学習等の基盤となるよう，地理を学ぶ意義
を確認するとともに，地図や地理情報システム（ＧＩＳ）な
どに関わる汎用的な地理的技能を身に付ける。

⇒自然と社会・経済システムの調和を図った，世界の多様
性のある生活・文化について理解する。

⇒地球規模の諸課題とその解決に向けた国際協力の在り
方について考察する。

⇒日本国内や地域の自然環境と自然災害との関わりや，
そこでの防災対策について考察する。

⇒生活圏の課題を，観察や調査・見学等を取り入れた授
業を通じて捉え，持続可能な社会づくりのための改善，
解決策を探究する。

ア 多様な生活・文化と国際理解

イ 地球的な諸課題と国際協力

持続可能な社会づくり
に求められる地理科目

⑶ 防災と持続可能な社会の構築

ア 自然環境と災害対応

イ 生活圏の調査と持続可能な社会づくり

ＧＩＳ

グローバル化

防災

ＥＳＤ

「地理総合」(仮称)

○地理的な見方や考え方
「空間概念を捉える力」

○態度
「地域，国家的及び国際的な

課題解決を模索する
献身的努力」

＜参考＞
・中学校地理的分野において充実した地誌学習により獲得した知識等を活用し，国内外の諸課題等を主題的に扱う。
・本科目履修後の地理歴史科の科目や他教科において活用できる，GISをはじめとする地理的な技能や，世界のグロー
バル化，持続可能な社会づくりといった考え方を身に付けさせる。

（「ルツェルン宣言における
『持続可能な開発を実行
する地理的能力』による」）

⑵国際理解と国際協力

⑴ 地図と地理情報システムの活用

平成２７年１２月２１日
教育課程部会高等学校
の地歴・公民科科目の在
り方に関する特別チーム

資料４
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【参考】 現行学習指導要領解説に示された「地理的な見方や考え方」

ⓐ どこに，どのようなものが，どのように広がっているのか，諸事象を位置や空間的な広がりとのかかわりでとらえ，地
理的事象として見いだすこと。

ⓑ また，そうした地理的事象にはどのような空間的な規則性や傾向性がみられるのか，地理的事象を距離や空間的な
配置に留意してとらえること。

ⓒ そうした地理的事象がなぜそこでそのようにみられるのか，また，なぜそのように分布したり移り変わったりするのか，
地理的事象やその空間的な配置，秩序などを成り立たせている背景や要因を，地域という枠組みの中で，地域の環
境条件や他地域との結び付きなどと人間の営みとのかかわりに着目して追究し，とらえること。

ⓓ そうした地理的事象は，そこでしかみられないのか，他の地域にもみられるのか，諸地域を比較し関連付けて，地域
的特色を一般的共通性と地方的特殊性の視点から追究し，とらえること。

ⓔ そうした地理的事象がみられるところは，どのようなより大きな地域に属し含まれているのか，逆にどのようなより小
さな地域から構成されているのか，大小様々な地域が部分と全体とを構成する関係で重層的になっていることを踏
まえて地域的特色をとらえ，考えること。

ⓕ そのような地理的事象はその地域でいつごろからみられたのか，これから先もみられるのか，地域の変容をとらえ，
地域の課題や将来像について考えること。
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【参考】 『地理教育国際憲章』（1992年8 月制定）で示された「地理学研究の中心的概念」
「地理学者は，常に次のような問いかけを発している。 それは，どこにあるのか。それは，どのような状態か。それは，なぜそこにあるのか。それは，

どのように起こったのか。それは，どのような影響をもっているのか。それは，人間と自然環境の相互便益のために，どのように対処されるべきか。
これらの発問に対する答えを求めるには，地表上での位置，状況，関係，空間的分布，あるいは現象の相違，といった要素を調べることが必要となる。
現況の説明は，歴史並びに現代の双方の資料からなされる。また，現在の特徴的傾向は，将来の発展の可能性を示す指標として理解される。
地理学研究の中心的概念は， 「位置と分布」，「場所」，「人間と自然環境との相互依存関係」，「空間的相互依存作用」，「地域」，である。」

1)位置と分布
人間と場所は，この地表面においてそれぞれ異なる絶対的位置と相対的位置とを有している。これらの位置は，財と人間と情報の流れで結び

合わされており，地表面上での分布とパターンを説明してくれる。また，人間と場所の位置に関する知識は，地元，地域，国家，地球上でのそれぞ
れの相互依存関係を理解するための前提条件となる。

2)場所
場所は，自然的にも人文的にも多様な特徴を示す。自然的特徴に含まれるものには，地形，土壌，気候，水，植生，動物，人間生活，などが

ある。また，人間は，それぞれの信念や哲学にしたがい，文化，集落，社会・経済システム，あるいは生活様式などを発展させる。場所の自然的
特徴に関する知識，あるいは人々の環境への関心や行為は，人間と場所の相互依存閾係を理解するための基礎となる。

3)人間と自然環境との相互依存関係
人間は，自然環境を多様に利用する。また，様々な働きかけにより，多様な文化景観を造り出す。人間は，一方で自然諸要素の影響を受けると

ともに，他方で，身の周りの環境を調和の取れた景観に変えたり，ときには不調和な景観へと変化させる。つまり，空間における複雑な相互依
存関係への理解が，環境計画や環境管理，あるいは環境保護にとって大変重要なものとなる。

4)空間的相互依存作用
資源は，一般にこの地球上に不均等に分布する。資源の自給自足ができる国など存在しえない。また，場所は，資源や情報を交換するために，

運輸・通信システムにより結ばれている。さらに，空間的相互依存作用に立ち入ってみると，財や情報の交換，あるいは人口移動による人々の協
力を理解することにつながる。

また，空間的相互依存作用を探求することは，現代の問題を浮き彫りにしたり，地域的，国家的あるいは国際的な相互依存作用や協力関係の
改善へのアイデアを提起したり，あるいは，貧困と富裕並びに人類の福祉への深い理解をもたらしてくれる。

5)地域
ある地域は，固有の要素により特徴づけられた一定の空間的ひろがりをもつ区域である。例えば，政治的要素からみれば，国家や都市が，自然

的要素では，気候や植生地帯が，さらに社会・経済的要素からは，開発の進んだ国々と低開発諸国などが区分される。地域は，空間的にも時間
的にも躍動的なものである。地域は，研究のための，あるいは変貌をとげる環境としての基礎単位として取り扱うことができる。

地理学者は，地域をいろいろと異なった規模，つまり地域社会，国家，大陸，地球規模で研究の対象とする。地域のもつ統合的システムは，一
つの地球的生態系の概念へと導かれる。地球システムの中の異なる地域の構造と発展過程の理解は，人々の地域的，国家的アイデンティティ及
び国際的立場を明らかにするための基礎となる。

〔国際地理学連合・地理教育委員会編（公式文書日本語翻訳版） 中山修一（地理教育委員会委員）訳〕
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高等学校学習指導要領における公民科目新設の方向性（たたき台案）

課題

○立場や文化によって意見の異
なる様々な課題について、そ
の背景にある考え方を踏まえ
てよりよい課題解決の在り方
を協働的に考察し、公正に判
断、合意形成する力

課題解決のための論理的な
思考

○様々な課題を捉え、考察する
ための基準となる概念や理論
を、古今東西の知的蓄積を通
して習得する力

○公共的な事柄に自ら参画し
ようとする意欲や態度

○現代社会に生きる人間とし
ての在り方生き方について
の自覚

➀積極的に社会参加
する意欲が国際的に
見て低い

②現代社会の諸課題
等についての理論や
概念の理解、情報活
用能力、自己の生き方
等に結びつけて考える
ことに課題

③課題解決的な学習
が十分に行われてい
ない

資質・能力

④キャリア教育の中核
となる時間の設定

新必履修科目(案)

「公共」(仮称)

(1) 「公共」の扉

ア 公共的な空間に生きる私たち

イ 公共的な空間における人間としての在り方生き方

国家・社会の形成者として、必要な
知識を基盤として選択・判断の基
準を形成し、それを使って主体的

な選択・判断を行い、他者と協働し
ながら様々な課題を解決していく
ために必要な力を養う公民科目

(2)自立した主体として社会に参画し、他者と協働するために

※ 様々な主体となる個人を支える家庭や地域等のコミュニティ

ウ 法的主体となること

イ 経済的主体（生産者、労働者）となること

エ 様々な情報を発信・受信する知的主体となること

(3) 持続可能な社会づくりの主体となるために

学習活動の例

討論、ディベート

模擬選挙、模擬投票

模擬裁判

外部の専門家の講演

新聞を題材にした学習

体験活動、インターンシップの準備と振り
返り ・・・

関係する専門家・機関

選挙管理委員会、企業、
経済団体、起業家、弁護士、
報道機関、消費者センター、
留学生、NPO、NGO ・・・

キャリア教育の
中核機能

ウ 我が国と国際社会

イ 持続可能な社会

ア 地域の創造

家族・家庭、消費者等に関する個人を起点とした自立した主体となる力を育む家庭科等と連携

国家・社会の形成者を育成

⇒社会を構成する主体となるために、協働の必要な理由、協働を可能にする条件、協働を阻害する要因などについて
考察を深める。

⇒協働の観点から、また個を起点とした自立した主体となる力を育む観点から、今まで受け継がれてきた蓄積や先人の
取組、知恵などを踏まえつつ多様性を尊重し、持続可能な地域、国家、国際社会づくりに向けた役割を担う主体となること
について探究を行う。

ア 政治的主体となること

平成２７年１２月２１日
教育課程部会高等学校
の地歴・公民科科目の在
り方に関する特別チーム

資料５
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公民科目新設の方向性として考えられる構成（たたき台案）

新必履修科目(案)
「公共」(仮称)

⇒今まで受け継がれてきた蓄積や先人の取組、知恵などを踏まえ、
・様々な立場や文化等を背景にして社会が成立していること
・①「自分らしい生き方」を問いながら自らを成長させること、
②人間は社会的な存在であることを認識し、対話を通じてお互いを高め合うこと、

両者によってよりよい集団・社会を作り出していくこと（勤労観・職業観の育成を含む） について学んではどうか。

⇒社会に参画し、他者と協働する倫理的主体として判断するための基準となる、
①「行為の結果としての社会的効用を重視する考え方」、
②「結果よりも、行為の動機となる人間的責務などを重視する考え方」、
について理解させる。その際、
・人が追求するものは経済的利益に限られるものではなく、多義的であること
・両者ともに大切であり、そのバランスを考えていくことが重要であること
・社会的効用について、多面的・多角的に考えていくことが重要であること
・行為の動機について、個々の動機に留まらず、それらを継続的に考えていくことにより、人間としての在り方生き方について考えていく

ことが重要であること

などを取り上げてはどうか。

（囚人のジレンマ、共有地の悲劇等の思考実験や、環境保護、生命倫理等について概念的に考える学習活動を取り入れてはどうか。）

(1) 「公共」の扉

ア 公共的な空間に生きる私たち

イ 公共的な空間における人間としての在り方生き方

倫理的主体となること

26



 

高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方 

に関する特別チーム検討事項 
 

 

 

１．数学と理科の知識や技能を総合的に活用して主体的な探究活動を行う数理探究（仮

称）で育成すべき資質・能力について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

 

 

２．数理探究（仮称）の内容等について 

・数理探究（仮称）の目標、内容、探究的な活動の対象領域等 

  

 

３．数理探究（仮称）の指導方法及び指導に当たっての留意事項等について 

 

 

４．資質・能力の育成のために重視すべき数理探究（仮称）の評価の在り方について 

 

 

５．数理探究（仮称）の質を高め、普及させるための方策 
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1 
 

１．数理探究の在り方について 

（１）数理探究の意義 

〇どうしても高校の数学の授業が課題として受け身で、なかなか自分から取り組めないとい

うことを少しずつ変えようとしている。したがって、数理探究のような科目が入ってくる

ということは、一つの起爆剤となって、普通の必修教科、必須科目の中にも自分で自ら考

えて学習を進めていくということになればよいと思う。 
   
○日本は、18 歳人口で何をやりたいのかが分からないという割合が顕著に高い。勉強に限ら

ず探究的なことをしないで、何をやりたいかが分かるわけがない。自由研究、あるいは探

究的な研究が 15 歳まで続いているので、これを何とかプログラムの形で高校の段階まで

伸ばすことができればよいと考える。 
 

（２）数理探究の在り方について 

○カリキュラムの中には、高校 2 年生に課題研究を１コマ、それから、高校 3 年生に１コマ

をとっているものがあるが、実際はとてもとても時間割の枠内でできるものではなく、平

均しても週 3 コマから 5 コマ、放課後は常にやっている。これをそのまま持ってくるので

は、通常の普通科の高校ではとてもできないということになる。 
 
○数理探究をどのようにもっていけばよいのかというと、課題研究をそのまま持ってくると

うまくいかないと考えている。幾つかの課題研究のノウハウを疑似体験できるようなもの

にしていくべきではないかと考えている。 
 
○諮問文の中に「より高度な思考力・判断力・表現力などを育成するための新たな教科・科

目の在り方について」という言葉があるが、この諮問文の「より高度な」のところから始

まるのを、実際科目化されるまでの間に、枕の部分に「複合的な」などを付ける。「より高

度な」と書いてしまうと、テスト、最終的に入試するときに難解な数式を解かせるとか、

難解な数理的な問題を出すように思われる。「複合的な」とすることで、少なくとも 2 つ 3
つ以上の何か技術的なものを組み合わせるという印象が出るのかなと思う。 

 
○経済学では、3 段階あって、1 番が素材、社会現象、経済現象、社会問題、あるいは興味関

心。2 番目がモデルに落とし込むということ。3 番目は、そのモデルを解いて証明したり、

インプリケーションを引き出したりするところ。力量のある先生方や実績のあるところで

あると疑似体験でも、恐らく 1、2、3 の流れを体験できると思うが、これはやはり全国レ

ベルで教材になっていく段階だと、問題から解答になってしまう。結局素材というのが、

実は素材ではなくて、与えられた教材がもうモデルになっているので、この 1、2、3 の 2、
3 の部分にならないような教材開発というのを是非とも現場の方のいろんなナレッジをシ

 

教育課程部会 

高等学校の数学・理科にわたる探究的科目の在り方に関する特別チーム 

（第１回 平成２７年１１月２０日）における主な意見 
 

平 成 ２ ８ 年 １ 月 ２ １ 日 
教 育 課 程 部 会 
高等学校の数学・理科にわたる探究的
科目の在り方に関する特別チーム 

資料１ 
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ェアしていただきたい。 
 
〇大学の活用、あるいは博物館、あるいは企業、地方でいうと博物館や大学がないところも

あるので、そういうところでは企業の活用などを少し議論ができればよい。 
 
〇高校生を実際に教えているが、研究倫理とか、知的財産の部分でひどい場合もある。全て

がそうではないが、例えば、動物実験をやるときに、全く生命倫理の学習をしないままに

実験をやっているところがあるなど、非常に大きな問題ではないかと思っており、高校レ

ベルで研究倫理とか、知的財産の本当にベーシックな、ファンダメンタルなところを少し

でも教えていく必要がある。 
 
〇数学活用や理科課題研究がほとんど実施されていなかったという現状にはどういう課題が

あるかということをしっかり認識するべき。 
 
〇SSH に関わっているが、本当に皆さんが並大抵ならぬ努力をされてやっとできている。そ

れを数理探究という形で実施するにはどうすればよいかということで、特に数学に関して

は、課題を考えること自体もなかなか難しいという意見も聞いている。 
 
〇研究倫理のことが大学研究者の中で非常に大きな問題になっているが、これは中学、高校

での教育が非常に大切だと思う。 
 
〇企業のスペシャリストであるとか、博物館とか、科学館の人が、数理探究スペシャリスト

という形で教育の中に携われると、すごくよいのではないか。 
 
〇学習する方法、正に今回の三つの柱でいう、1 つ、どのように学ぶかというところで探究

的に学んでいくという、その一連の活動を尊重していくのが大事である。 
 
〇数学活用であったり、理数科の課題研究において学習指導要領などを見ると、大変良い趣

旨が書かれていて、既に今回検討しようとしている科目のかなり参考になるような内容、

目標であったり、評価であったりというようなことが書かれていると思う。ところが、現

実にはそれがほとんど行われていない。行われているにしてもごく一部である。原因は、

評価、多分大学入試、あるいは教科書であり、その中身をどうするかというのは大きいの

ではないかと思う。教科書を作るのか作らないか、作るとしてもどう作るのかとか、評価

をどうするのかとか、そして、大学入試の部分をどうするのかということは、実はこの科

目が実際に運用されて現場で活用されていくのに当たって大きな要因になってくるのでは

ないか。実際に数理探究を現場で使ってもらうためにはどうしたらよいのかというところ

を検討していく必要があると思う。 
 
〇力のある子供たちを高等学校でどうやって育てていくかというと、早くそういう力を伸ば

すのは当然だが、伸ばすときに、学校現場で手に取り、足を取りやった方がよいのか、自

由にやらせた方がよいのかという、そんな議論にも発展していくのではないかなと思って
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いる。 
 
〇数理探究の場合は、恐らくお金の支援はないと思うので、お金が限られた学校の予算の中

でいかにやるかということも念頭に置きつつやっていく必要がある。 
 
〇根本は数理探究という教科横断的な科目で設定するからには、どこかの科目の内容を抜本

的に削って、もっと数理探究に仕向けるような面がないと。今の高校現場は恐らくこの科

目が新たに加わったらどういう弊害が生じるかというと、きつきつで授業をやっていて、

部活動をやっていているので科目として考えていただきたい。 
 
〇幾つか課題があるが、1 つは、何年生でやるかについて高校の先生に聞いてみたところ、

高 3 じゃ難しいと。なぜかというと、大学入試直前であり、そんな探究とばかり言ってい

られないとのこと。高 2、高 3 でやるのなら、入試科目というのはなかなか内容的には難

しいとは思うが、大学進学に対して何らかの影響を与えるようなことを入れていかないと、

現行の数学活用や、課題研究などと同じ轍を踏むと思う。 
 
〇SSH を見ているとグループ研究が多い。しかし、科目となって独立していくためには、個

人の能力をきちんと見なければならない。したがって、評価についても、今までのような

研究の成果以上に一人一人の取り組みの内容がどうであったかということをきちんと見て

いく必要がある。 
 
〇課題研究の課題設定は非常に難しいが、特に数学が絡む課題というのは、非常に考えにく

い。数学の立場から言うと、統計か、微積かということになると思うが、はじめは理科的

なことから入っていくしかないだろうが、そうすると、今までの理科の課題研究とそう変

わりはなく、必要なところに数学の知識を使うことになるかと思う。だから、今までの理

科の課題研究と数理探究の中身でこう変わったと、数学としてどういうところが関わるこ

とができるから数理探究になったということを明らかにできると良いと思う。 
 
〇テキストなり、参考資料なり、何か見たときに、自分の学校はできないというのではなく

て、どういうレベルの学校でも少しでも探究的なことに取り組めそうだという道を残して

おいていただきたい。トップ層の本当に能力のある生徒しかできないというのではなくて、

もう少し広い意味で捉えてもらえると有り難いと思う。 
 
○現象があって、モデル化して、解析して、結果を出すというが、別に PDCA に倣っている

わけじゃないけど、1、2、3、もう一つ 4 というのがあると思う。それは一番単純な例で

いうと、自然現象があって、それを数理学的にモデル化する。これが 2。それで数学的に

解析して、これは微分方程式を解くでも何でもいいが、答えが出てくる。これは新しい結

果であると。これは 3 である。次が一番大事で、これももう一回、むしろ、自然科学だっ

たら自然にフィードバックしなきゃいけない。本当に自然の何を表しているのか。当たり

前、間違ってないということを前提にして、モデルが正しいのかということもあるが、新

しいことをやる、ここが一番難しい。 
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○因果関係はすごく難しい。相関関係は相関係数で測れるが、だからといって因果関係があ

るわけではない。例えばメディアなんかもいかにもそれを因果関係のように報道している。

これはリテラシーが低いと思っているが、こういうところをしっかり教えていくというの

は非常に大事で、今回の検討事項にもあるが、中身についてはどういうものを教えるかと

いうのもすごく大事だと考える。 
 
（２）数理探究で目指す人材像 

○今後は、不連続に多分世の中が変化していくのではないかと思う。2030 年は我々の延長に

多分ない。一番大事なのは、データサイエンティストじゃないかと皆さんで言っている。

日本は、それがすごく弱いと思う。だから、データに関して、複雑なデータをいかにシン

プルに捉えるかといった能力が、将来、2030 年、大事だと思うので、それを教える人材と

か、内容に関して、どういうのをやっていくかというのをここでまたしっかりと決められ

ればと思う。 
 

（３）数理探究で育成すべき資質・能力 

○育成すべき資質・能力とは、より高度な思考力・判断力・表現力を中心として育成すべき。

普通の理科・数学の教科・科目では、知識、理解にどうしても偏ってしまう。ところが、

思考力・判断力・表現力を目指した科目というのは極めて少ない。そういうものを目指し

ていくような科目である方がよいのではないかと考えている。 

 

２．現在の課題 

（１）高等学校の課題 

○高校と大学との接続が重要だという御指摘があり、全くそのとおりだと思う。人は自分の

やりたいことを見つけたときに伸びる。スーパーティーチャーというのはものすごく大変

な仕事だと思うので、恐らくやりがいを感じているからできる。同じことが生徒にも当て

はまる。ただし、今のところ、偏差値的なことだけで進学を決めている生徒が残念ながら

多い。高大接続で協力することによって、高校の段階では自分はこういうことをやりたい

ということを見つけるチャンスを増やす糸口になればすばらしいと思う。 

 

（２）理科教育の課題 

〇高校現場で、特に理科の実験を何とか進めたいと思いやってきたが、現実は特に新しい先

生方、今の教育課程のある面では負の遺産だと思うが、先生方が本当に実験に取り組まな

い。そういう現場の体質ができているというのは、これは否めないと思う。 
 
〇現状の理科の教育課程、もうかなりきつきつである。自分の学校等では、理科の物理、化

学の定理の検証を中学校時代から実験室で必ずやらせているから、比較的生徒像というの

は育てやすいが、本校に高校から入ってくる生徒の実態像を見ると、ほとんどマッチの火

もかざしたことがない。中学校のときは先生がよくやってくれたけど、全て教壇の演示実

験で、実践ではほとんどない。逆に、そういうことをやっていると、進学校等は入れない

みたいな雰囲気というのも多々ある。 
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３．スーパーサイエンス・ハイスクール（SSH）について 

（１）SSHの取組の実態及び課題 

○SSH 事業が始まり、もう 14 年たっており、その卒業生がその後どういう道を歩んで、例

えば科学の分野で研究生なり、職に就いて活躍しているなど、フォローアップの追跡調査

みたいなものはされているのか。実際にそういうことを踏まえながら、SSH は効果を上げ

ていると自信を持って言えるのか。 
 
〇SSH は、スーパーティーチャーがいてその方々が引っ張ってくれているような部分も少な

からずある。 
 

〇課題研究のその取組の内容をもう少し見てみると、最初自分たちがテーマを設定し、設定

したテーマに基づいて自分たちで、個人だったり、グループだったりするが、それを探究

し、まとめて発表するという、一連活動を主体的に協働的に一生懸命やっているというの

が非常にうまくいっている課題研究の取組かなというふうに感じている。 
 
〇高校になって急激に理科の化学が好きじゃなくなるとか、数学や理科の勉強が大切だと思

っている比率が低いだとか、社会へ出たら理科はあんまり必要でなくなると考えている高

校生が多いとのことだが、SSH 校を調べたらどうなっているのか。 
 

〇スーパーティーチャーがいる学校と、そうでない学校とが多分分かれている。いる学校は、

スーパーティーチャーがいるので良い、ということだが、その先生は猛烈な負担をかけら

れているはずで、基本的にはエコシステムが動いていない状態である。だから、走れば走

るほど、その先生は多分疲弊していくはず。じゃあ、疲弊しないシステムはどう作ること

ができるかというと、大学との関係であるとか、使えるものはうまくどう使うか、大学と

の連携の在り方みたいなのをつないで全国に広げるような、そんなようなシステムをどう

作り上げたらよいのかという気がしている。 
 
〇スーパーティーチャーがいなくても SSH を成り立たせるためには、試行錯誤の結果、大

学、あるいは企業に頼ろうということに行き着いて連携協定を結んで、どんどん出向いて

いったり、あるいはおいでいただいてレクチャーしていただいたり、実際実験を見ていた

だいたりと、御指導いただくというような連携がうまくとることができたら、非常にスム

ーズにいく。生徒も非常に意識レベルが高まる。外部の大学の先生、あるいは研究機関の

先生と連携をして力添えを頂くというのが、課題研究には欠かせないと本校では思ってい

る。 
 

〇トップ層の子供を対象に、「より高度な」というところをより追求していくレベルと、普通

科、あるいは文系も含めた子供たちに、この課題研究を普及させていくという意味での課

題、そのより汎用的なもの、その中から使えるものは何なのか。多くの先生たちが疲労も

なく、普通の先生方が、あるいは新規採用の先生方がやることができる、そういう仕組み

が何なのかというのがある程度確立してくることによって、全校規模に普及する。 
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○有効な課題研究の有効な点がより検証されつつあって、そのことが有効であるならば、全

ての授業で課題研究的な、探究的な取組をしていこうということで、多くの学校が全ての

授業を変えていきましょうと今、動きがかなり顕著に出てきている。一つの象徴的な事例

として、ある学校では、数学と物理の融合的な授業の実践、実際にやっていて、普通統計

的な処理とかで終わる部分から更に超えて行っている。この講座を開くときに議論をして

いるのは、数学の視点と物理の視点というものを対等に議論して、同時に、その学習内容

でいうと、数学の立場からと物理の立場から議論をして、二次曲線を使ってどういう物理

的な法則を検証していくのかという、その取組を実際にやっている。こういう学校が今、

出始めている。 
 
○SSH からから学ぶところはまだまだある。知的財産の問題も、例えば生命倫理の問題も正

面から取り組んでいる学校もある。当然こういう課題研究とか、今までない学力を評価す

るということで、今、それぞれの学校が新しい取組に対する指導と評価を一体となってど

ういうふうにそれを検証していくのか、具体化していくのかという取組も実際やっている。

いろんな学校がかなり汗をかきながらも、地道に拡大して普及しているところである。 
 

４．その他 

〇秋田県の博士を持った教員を一つの高校で選択的に取るというよりは、秋田県全体で使え

る等の取組はすばらしいと思う。 
 
〇高等学校ばっかりではなく、中学校も数学とか、理科の指導要領改訂の議論がそれなりに

進んでいるはずなので、方向性みたいなものを教えていただいたら参考になる。 
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国語ワーキンググループにおける検討事項 

 

 

１．国語科を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・国語科を学ぶ本質的な意義や他教科等との関連性について（言語能力の向上に関

する特別チームにおける議論を踏まえて） 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた国語科において育成すべき資質・能

力の系統性について 

・国語科において育成すべき資質・能力と指導内容との関係について 

 ・特に高等学校における科目構成について 

 ・漢字指導の在り方について 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成のた

めに重視すべき国語科の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき国語科の評価の在り方について 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等について 

 

 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程

が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、

主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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個別の知識や技能
（何を知っているか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等
（知っていること・できることをどう使うか）

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの
（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

○言葉の特徴やきまりに関する知識・技能
・言葉の働き、役割
・話し言葉と書き言葉の違い、共通語と方言の役割、
敬語の働き
・主語と述語の関係、修飾と被修飾の関係などの文
の構成
・文章の構成や組み立て
・表現の技法や工夫
・語句の意味、類義語、対義語
・慣用句、四字熟語
・和語・漢語・外来語の使い分け など

○文字に関する知識・技能
・平仮名、片仮名、漢字、ローマ字
・仮名・漢字の由来、特質 など

○書写に関する知識・技能

○伝統的な言語文化に関する知識・技能
・現代につながる言語文化の特質や意義
・代表的な古典作品とその歴史的背景
・文語のきまり、訓読の仕方 など

○話合いに関する知識・技能
・司会者、提案者の役割
・討論の仕方 など

○情報収集に関する知識・技能
・索引の利用、目次や奥付の見方
・学校図書館等における情報検索の仕方 など

○話す・聞く・話し合う、書く、読む際の目的を設定し
たり、目的を理解したりする力

○目的に応じて話題や題材を設定・選択したり、本や
情報を選択したりするとともに、話題・題材に応じて、
必要な情報を収集する力

○収集した情報を活用しながら、自分の伝えたい内
容を表現するとともに、相手（書き手）の伝えたい
内容を理解・解釈する力
・自分の意図や立場を明示したり、受け手を想像したりしな
がら表現する力、相手（書き手）の意図や立場、場面、文
脈を踏まえて理解・解釈する力
・事実と意見を区別して表現したり理解・解釈したりする力
・文と文の関係や情報と情報の関係（例えば、原因－結果、
判断－根拠、問題－解決など）を明確にして表現したり理
解・解釈したりする力 など

○より良い表現に気付き、自分の表現として使う力

○伝えられたことを解釈して自分の考えをもつととも
に、伝えることを通じて自分の考えを深める力
・新しい情報を自分の知識や経験と結び付けて解釈する力
・表現することを通じて、自分の考えを明確にし、再構築す
る力 など

○考えを伝え合うことで、自分の考えを広げるととも
に、集団の考えを発展させる力
・色々な考えや意見があることや、それらには根拠や前提
条件に違いや特徴があることに気付く力
・他者の考えとの違いを捉え、自分の考えの妥当性や信頼
性を吟味したり、異なる視点で検討したりする力 など

・国語や言語文化に対する関心

・国語を通じて積極的に人や社会と関わり、
自己を表現し、他者を理解するなど互い
の存在についての理解を深め、尊重しよ
うとする態度

・国語を通じて、自分のものの見方、考え方
を深めようとするとともに、考えを伝え合う
ことで、集団の考えを発展させようとする
態度

・様々な事象に触れたり体験したりして感じ
たことを言葉にするとともに、それらの言
葉を互いに交流させることを通じて、心を
豊かにしようとする態度

・言語文化を享受し、生活や社会の中で
活用し、継承・発展させようとする態度

・自ら進んで読書をし、読書を通して人生を
豊かにしようとする態度

国語科で育成すべき資質・能力（検討のたたき台）
平成２７年１２月１４日
教 育 課 程 部 会
国語ワーキンググループ

資料４
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書
く
こ
と

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

題材
設定

情報収集 記述 推敲

評価
次の書くこと

への活用

読
む
こ
と

選書・情報選択
内容・構成・表現

の把握
文章・情報の解釈 批評・考えの形成

次の読むこと
への活用

情報収集

音声による表現
次の話すこと

への活用

話題
選択

関連する
情報の収集

内容の理解
・記録

記録の整理
次の聞くこと

への活用批評・考えの形成

話題
設定

音声による表現と
内容の理解

進行の計画
次の話し合う
ことへの活用内容・構成・

表現の検討

交流

交流

交流

交流

目
的
の
設
定
・
目
的
の
理
解

国語科における学習プロセス（イメージ案）

振
り
返
り
（
自
分
の
学
習
に
対
す
る
考
察
）

情報収集

評価

話
す
こ
と

聞
く
こ
と

話
し
合
う
こ
と

考えの形成

内容・構成・表現の検討

意見の整理
(or 合意の形成)

内容・構成・表現の検討

話題
設定

考えの形成

※必ずしも一方通行、順序性のある流れではない。

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ４ 日
教 育 課 程 部 会
国語ワーキンググループ

資料３
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外国語ワーキンググループにおける検討事項について 

 

中教審・教育課程企画特別部会「論点整理」(平成 27 年８月 26 日)、「英語教育の在り方に

関する有識者会議」(平成 26 年９月 26 日)等を踏まえて、主に次のような事項について検討い

ただく。 

 

１．小・中・高等学校を通じて育成すべき外国語教育における資質・能力について 

 

 ①育成すべき資質・能力の可視化 

  ⅰ)何を知っているか、何ができるか(個別の知識・技能) 

  ⅱ)知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力) 

  ⅲ)どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びに向かう力、人間性等) 

 ②小・中・高等学校を通じて①児童生徒の学びを円滑に接続させるため、小・中・高等学校を

通した一貫した目標・内容、学習過程の在り方について、発達段階に応じてどのように充

実を図るか 

 ③外国語教育として、「アクティブ・ラーニング」の視点に立った学びを推進する視点も踏まえ、

どのように充実を図るか 

 

 

２．外国語教育の改善について 

 

     言語や文化に対する理解を深め、他者を尊重し、聞き手・話し手・読み手・書き手に配

慮しながら、外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図るととも

に、身近な話題から幅広い話題についての理解や表現、情報・意見交換等ができるコミ

ュニケーション能力を養うため、目標、指導内容、学習・指導方法、学習過程、学習評価

等の在り方について、主に次のような事項について検討。 

    

○ 小学校・中学校・高等学校を通じて一貫した教育目標(指標形式の目標を含む)・指導内

容、学習過程等の在り方 

・学校が設定する目標等との整理 

・指導する語彙数、文法事項 

・ＣＥＦＲとの関係整理   等 

 

○ 言語能力を向上させるための国語教育と外国語教育との連携 

・目標・指導内容等全体に関して 

・言語の仕組み(音声、文字、語句、文構造、表記の仕方等) 

・言語活動等 

    ＊言語能力の向上に関する特別チームにおける検討事項を参照 
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○ 小学校の活動型、教科型 

・論点整理で示された指摘（目標・内容とともに、短時間学習の活用など）  

 

○ 小中連携 

    ・小学校高学年から中学校への学びの接続の考え方、学習・指導方法等 

 

○ 中学校、高等学校の改善の方向性 

・中学校：・互いの考えや気持ちを英語で伝え合う対話的な言語活動を重視した授業 

・授業は英語で行うことを基本とする 

・高等学校：科目の見直し(４技能総合型(必履修科目を含む)、発信能力育成型(「発表、

討論・議論、交渉」などの統合型言語活動が中心)の科目の在り方) 

 

○ 中・高連携 

 ・中学校から高等学校への学びの接続の考え方、学習・指導方法等 

 

○ 高等学校の科目等の見直し 

・４技能総合型(必履修科目を含む)、発信能力育成型(「発表、討論・議論、交渉」などの 

統合型言語活動が中心)の科目の在り方（再掲） 

・専門教科「英語」の在り方 

 

○ 小・中・高等学校の学習評価の在り方 

   ・評価の三つの観点 

・各学校が設定する学習到達目標（ＣＡＮ－ＤＯ形式）との関係 

・多様な評価方法 

（パフォーマンス評価、ルーブリック評価、ポートフォリオ評価等） 等 

・小学校高学年の教科としての評価 

○ 英語以外の外国語の扱い 

 

３．学習指導要領の理念を実現するために必要な方策について 

 

 ① 外国語教育を充実するための「カリキュラム・マネジメント」の確立 

 ② 教員の英語力・指導力の向上や外国語指導助手等の外部人材の活用などの条件整備 

   ・中教審・教員養成部会等の議論 

   ・教員養成・研修 

・教科書・教材  等  
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個別の知識や技能
（何を知っているか、何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等

(知っていること・できることをどう使うか)

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの

（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

外国語活動
小学校

外国語を用いてコミュニケーションを図
る楽しさを体験すること
積極的に外国語を聞いたり、話したりす
ること
言語を用いてコミュニケーションを図る
ことの大切さを知ること

簡単な語句や表現を使って、自分のことや身
の回りのことについて、積極的に友達に質問
したり質問に答えたりする能力

外国語を用いてコミュニケーション
を図ることの楽しさや言語を用いて
コミュニケーションを図る大切さを
知り、相手意識を持って外国語を用
いて積極的にコミュニケーションを
図ろうとする
態度など

外国語
小学校

聞くことに関する知識・技能
話すことに関する知識・技能
積極的に外国語を読んだり、書いたりす
ること
文字を用いてコミュニケーションを図る
ことの大切さを知ること

馴染みのある定型表現を使って、自分の好き
なものや、一日の生活などについて、友達に
質問したり質問に答えたりする能力

外国語
中学校

聞くことに関する知識・技能
話すことに関する知識・技能
読むことに関する知識・技能
書くことに関する知識・技能

○具体的で身近な話題について、学校、地
域、他教科等での学習内容等と関連付け
て、互いの考えや気持ちなどを英語で伝
え合う能力

○聞いたり読んだりしたことを活用して話
したり書いたりして発信する能力

他者を尊重し、聞き手・話し手・読
み手・書き手に配慮しながら、外国
語で積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度など

外国語
高等学校

聞くことに関する知識・技能

話すことに関する知識・技能

読むこととに関する知識・技能

書くことに関する知識・技能

○日常的な話題から時事問題や社会問題ま

で幅広い話題について、情報や考えなど

を的確に理解したり適切に伝え合ったり

する能力

○聞いたり読んだりしたことを活用して話

したり書いたりして発信する能力

他者を尊重し、聞き手・話し手・読
み手・書き手に配慮しながら、外国
語で積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度など

資質・能力の三つの柱に沿った、 151221現在

小・中・高を通じて外国語教育において育成すべき資質・能力の整理（たたき台）
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目的に応じた
コミュニケー
ションのプロ
セス

目的の理解・設定
目的に応じた

発信までの方向性の決定
目的達成のための言語活動

（技能統合型）

内容・言語両面
におけるまとめ
と振り返り

他者への働きかけ、他者との協働
外部との相互作用

次のコミュニケー
ションにおける
目的の設定・
活動へ

検 討 中

プ
ロ
セ
ス
の
中
で
働
く
思
考･

判
断･

表
現
等
の
う
ち
、
特
に
重
視
す
べ
き
も
の
の
例

情報の
抽出

表
現

判
断

思
考

意
見
や
考
え
の
形
成

「話すこと」及び「書くこと」による言語活動（図表等による表現も含む）

意見や考え
の吟味と
フィード
バック

多様な見方や
考え方等の思

考

目的に関する論点・
解決策の整理

流暢さと正確さのバランス
情報間の
関係性構成

必要な情報
の把握

目的の明確化

目的達成に必要
な情報の選択

様々な見方・考え方
の共通点・相違点等
の評価・選択・決定

課題について得
られた知識や情
報を整理・統合

抽出した情
報に基づく
目的の理解

関連する
知識や
情報の
検索

知識や情報を活用
して自分の意見や
考えを形成・整理

目的に応じて
伝え合うこと
を通じた思考

自分の考えや主張を適切な語彙・表現・
文法を用いて効果的に伝えることの

意思決定

インタラクションによる
表現・思考

語
彙
・
表
現
・
文
法

技能統合型の活動を通じた英語による思考力・判断力・表現力を育成
※2技能以上を効果的に組み合わせて統合的に活用（聞いたり読んだりして得た情報について、その概要や要点を的確に把握し、自分
の意見や考えなどとの共通点や相違点などを示しながら論理的・批判的に話したり書いたりして表現する力）

聞
く
こ
と

読
む
こ
と

話
す
こ
と

書
く
こ
と

複
数
の
技
能
を
統
合
し
た
活
動

平成27年12月21日現在資質・能力を育成する学び
のプロセスの要素イメージ

※必ずしも一方通行の流れではない
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社会・地理歴史・公民ワーキンググループにおける検討事項 

 

１．社会・地理歴史・公民科を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・社会・地理歴史・公民科を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・特にⅱ）に関わって、どのような思考力・判断力・表現力等（事象を捉える教

科・科目特有の視点や考え方など）を育むかについて 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた社会・地理歴史・公民科において

育成すべき資質・能力及び内容の系統性（例えば、小・中学校における世界に

関する学習の扱い、政治的教養を育むための教育の扱いなど）について 

・高等学校における新設科目等の具体的な内容について 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成の

ために重視すべき社会・地理歴史・公民科の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき社会・地理歴史・公民科の評価の在り方

について 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等につい 

て 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ（及び論点整理

補足資料スライド26）参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学び

の過程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの

過程が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげ

る、主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 
教 育 課 程 部 会 
算数・数学ワーキンググループ 

資料８ 

 

算数・数学ワーキンググループにおける検討事項 

 

 

１．算数・数学を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・算数・数学を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた算数・数学において育成すべき資

質・能力の系統性について 

・算数科・数学科において育成すべき資質能力と指導内容との関係について 

・統計的な内容等の充実について 

 

 

２．アクティブ・ラーニング（※）の三つの視点を踏まえた、資質・能力の育成の

ために重視すべき算数・数学の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき算数・数学の評価の在り方について 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等につい 

て 

 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学び

の過程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの

過程が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげ

る、主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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理科ワーキンググループにおける検討事項 

 

 

 

１．理科を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・理科を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた理科において育成すべき資質・能

力の系統性について 

 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点を踏まえた、資質・能力の育成のために

重視すべき理科の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき理科の評価の在り方について 

 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等につい 

て 
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【高等学校】

【小学校】

理科教育のイメージ（案）

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

高
等
学
校
基
礎
学
力
テ
ス
ト
（
仮
称
）

改善の
ための
PDCA
サイクル

0

【幼児教育】（教育課程部会幼児教育部会において、本部会での議論を踏まえ、幼児期に育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化について審議）

【中学校】

○ 物との多様なかかわりとの中で，物の性質や仕組みについて考えたり，気付いたりする。
○ 身近な物や用具などの特性や仕組みを生かしたり，いろいろな予想をしたりし，楽しみながら工夫して使う。
○ 水や氷，日向や日陰など，同じものでも季節により変化するものがあることを感じ取ったり，変化に応じて生活や遊びを変えたりする。
○ 身近な動物の世話や植物の栽培を通じて，生きているものへの愛着を感じ，生命の営みの不思議さ，生命の尊さに気付き，感動したり，いたわったり，大切にしたり
する。

○ ①自然の事物・事象にすすんでかかわり，科学的に探究する態度と根拠に基づき判断し表現する態度を養う。
②自然事象の中に問題を見いだして仮説を設定し，計画をたて，目的意識をもって観察・実験し，得られた結果を分析・解釈する力を養う。
③基本的な概念や原理・法則の体系的理解や観察・実験等の基本的な技能を養う。

○ 小学校で身に付けた，比較，分類，関係付け，条件制御などの資質・能力をさらに高め，自然事象の把握，問題の設定，予想・仮説の設定，検証計画の立案，観察・実験

の実施，結果の処理，考察・推論，表現等の学習活動を充実する。
例えば， １年：自然の事物・事象に進んでかかわり，その中から問題をみいだす。２年：解決方法を立案して実行し，結果の妥当性を検討する。３年：問題解決過程のすべての
過程を振り返り，その妥当性を検討する。

【理科】
○ ①自然を大切にし，生命を尊重する態度，科学的に探究する態度を養う。
②見通しをもって的確に観察，実験などを行い，問題解決の能力とその妥当性を検討する力を養う。
③自然の事物・現象についての理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。

○ 観察・実験の結果を整理し考察し表現する学習活動を充実する。
○ 問題解決の能力，例えば，３年：差異点や共通点に気付き問題を見いだす力，４年：既習事項や生活経験を基に根拠のある予想や仮説を発想する力，５年：質的変化や量的
変化，時間的変化に着目して解決の方法を発想する力，６年：要因や規則性，関係を多面的に分析して考察し，より妥当な考えをつくりだす力を育成する学習活動を充実する。

○ 目的を設定し，計測して制御するという考え方の学習活動を充実する。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（小学校低学年）
例えば【生活科】
○ 身近な自然を観察したり、季節や地域の行事にかかわる活動を行ったりなどして、四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き、自分たちの生活を工夫した
り楽しくしたりできる。

○ 身近にある自然を利用したり、身近にある物を使ったりなどして、遊びや遊びに使う物を工夫してつくり、その面白さや自然の不思議さに気付き、みんなで遊びを楽しむことが
できるようにする。

○ 動物を飼ったり植物を育てたりして、それらの育つ場所、変化や成長の様子に関心をもち、また、それらは生命をもっていることや成長していることに気付き、生きものへの親
しみをもち、大切にすることができるようにする。

≪基礎：basic science≫ （Science for  All students：善良な市民として）
○ 日常生活における様々な状況において，科学的な知識や技能を使ってその状況を理解し，課題を明確にして，根拠に基づく結論や意思決定を導き出すことができる力を養う。

● 科学的な探究のプロセスを体験させる「観察・実験」や「探究活動」を充実させる。また，その際は日常生活や他教科（数学・情報・保健体育・地理など）
との関連を図る。

≪応用：advanced science≫ （Science  for  Interested students：科学技術立国としての日本を支える人材として）
○ 科学に関する課題に向き合い，科学的に探究する能力と態度を養う。特に，論理的な思考力や創造性の基礎を養う。

● 科学的な探究のプロセスを体験させる「観察・実験」や「探究活動」を一層充実させる。また，その際は日常生活や他教科（数学・情報・保健体育・
地理など）との関連を図る。

≪高度：explore science≫ （Especially   Science  for  Interested  students：世界をリードする人材として）
○ 科学的課題に徹底的に向き合い，考え抜いて行動する態度を養う。特に，科学的な探究能力を活用して，専門的な知識と技能の深化，総合化を
図るとともに，自発的・ 創造的な力を養う。
● 思考力，判断力，表現力の育成を総合的に図ることができる「課題研究」を充実させる。 （理数科，数理探究（仮称））

平成２７年１２月１４日
教 育 課 程 部 会
理科ワーキンググループ

資料４

改善の
ための
PDCA
サイクル

改善の
ための
PDCA
サイクル
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理科
個別の知識や技能

（何を知っているか、
何ができるか）

思考力・判断力・表現力等
教科等の本質に根ざした見方や考え方等

（知っていること・できることをどう使うか）

学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの

（どのように社会・世界と関わり
よりよい人生を送るか）

資質・能力の育成のために
重視すべき学習過程等の例

高等学校

＜選択科目＞

●知識・技能の深化，総合化

＜必履修科目＞

●理科における基本的な概念や原理・
法則の体系的理解

●科学的探究についての理解

●探究のために必要な観察・実験等の
技能

●高度な問題解決能力（実証的・論理
的・分析的・総合的に考察する力）

●新たな発見をしたり，創造したりす
る力

●徹底的に向き合い，考え抜いて行動
する力

●科学的な見方や考え方，自然に対す
る総合的なものの見方

●自然の事象を目的意識を持って観
察・実験し、科学的に探究したり、科
学的な根拠をもとに表現したりする力

●果敢に挑戦する態度

●自発的，創造的な態度

●自然に対する畏敬の念

●科学の必要性や役割の認識

●科学的根拠に基づき，多面的・総合
的に判断する態度

自然事象の把握

情報収集と分類

課題の設定

仮説の設定

検証計画の立案

観察･実験の実施

結果の処理

考察・推論

表現・伝達

中学校

○理科における基本的な概念や原理・
法則の体系的理解

○科学的探究についての理解

○探究のために必要な観察・実験等の
基礎的な技能（器具などの操作，記録，
データの処理，安全への配慮等）

○自然事象の中に問題を見いだして仮
説を設定する力

○計画をたて，目的意識をもって観
察・実験する力

○得られた結果を分析して解釈するな
ど，科学的に探究する力と科学的な根
拠をもとに表現する力

○問題解決の過程における妥当性を検
討するなど総合的に振り返る力

○小学校で身に付けた問題解決の力な
どを活用しようとする態度

○自然に対する畏敬の念

○果敢に挑戦する態度

○科学することの面白さ

○科学的根拠に基づき判断する態度

自然事象の把握

問題の見いだし

予想･仮説の設定

検証計画の立案

観察･実験の実施

結果の処理

考察，推論

表現

小学校

■自然事象に関する性質や基本的な概
念，規則性などの体系的理解

■科学的に問題解決を行うために必要
な観察・実験等の基礎的な技能
（安全への配慮，測定の方法，
データの記録等）

６年：自然の事物・現象の変化や働きに
ついてその要因や規則性，関係を
多面的に分析し考察して，より妥
当な考えをつくりだす力

５年：予想や仮説などをもとに質的変化や
量的変化，時間的変化に着目した
りして解決の方法を発想する力

４年：見いだした問題について既習事項や
生活経験をもとに根拠のある予想や
仮説を発想する力

３年：比較を通して自然の事物・現象の
差異点や共通点に気付き問題を見
いだす力

■自然に対する畏敬の念

■果敢に挑戦する態度

■科学することの面白さ

■問題解決の過程に関してその妥当性
を検討する態度

■科学的な根拠に基づき的確に判断す
る態度

■知識・技能を実際の自然事象や日常
生活などに適用する態度

■多面的，総合的な視点から自分の考
えを改善する力

自然事象の把握

問題の見いだし

予想･仮説の設定

検証計画の立案

観察･実験の実施

結果の表記

考察や結論の導出

1

（20151214案）
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芸術ワーキンググループにおける検討事項 

 

 

１．芸術系科目を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・芸術系科目を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた芸術系科目において育成すべき資質・

能力の系統性について 

 ・芸術系科目において育成すべき資質・能力と指導内容との関係について 

 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成のた

めに重視すべき芸術系科目の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき芸術系科目の評価の在り方について 

 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等について 

 

 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程

が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、

主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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家庭、技術・家庭ワーキンググループにおける検討事項 

 

 

１．家庭、技術・家庭科を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・家庭、技術・家庭科を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた家庭、技術・家庭科において育成す

べき資質・能力の系統性について 

 ・家庭、技術・家庭科において育成すべき資質・能力と指導内容の系統性について 

 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成のた

めに重視すべき家庭、技術・家庭科の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき家庭、技術・家庭科の評価の在り方につい

て 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等について 

 

 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ（及び論点整理補

足資料スライド26）参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程

が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、

主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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【小学校(高学年）】
○衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して、日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を習得する とともに、 日本の生活文化についての理解を深める。
〇生活の中から課題を見いだし、身に付けた知識や技能を家庭科における見方や考え方を踏まえて活用し、生活をよりよくしようと工夫する能力を養う。
〇家庭生活への関心を高め、家族や地域の人々との関わりを考え、家族の一員として、生活をよりよくしようとする実践的な態度を養う。
○家庭や地域と連携を図り、問題解決的な学習を充実する。
○少子高齢社会に対応する力（家庭生活と家族の大切さなど）、健康で安全な食生活の基礎となる力、消費・環境に配慮した生活の仕方を工夫する力等を育成する学習活動を充
実する。

【中学校】
○衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して、生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、日本の生活文化についての理解を深める。
○これからの生活を展望して、生活の中から課題を見いだし、身に付けた知識と技術を家庭分野における見方や考え方を踏まえて活用し、生活をよりよくしようと工夫する能力を
養う。

〇自分と家庭、家庭生活と地域との関わりを考え、地域の人々と協働し、生活をよりよくしようとする実践的な態度を養う。
○家庭や地域社会との連携を図り、「生活の課題と実践」などの問題解決的な学習を充実する。
○少子高齢社会に対応する力（家庭の機能や子育て理解、高齢者理解等）、食生活の自立を図る力、消費・環境に配慮したライフスタイルを確立するために基礎となる力等を育成
する学習活動を充実する。

【高等学校】 共通教科
○実践的・体験的な学習活動を通して、生活を科学的に理解し、自立した生活者として必要な知識及び技術を習得する。
○生活の課題を解決するために、家庭科における見方や考え方を踏まえて生活を科学的に探究し、多面的に解決方法を考え、安心して充実した生活を創造する能力を養う。
〇様々な年代の人と関係を深め、主体的に地域社会に参画し、 社会の一員として、家庭や地域の生活を創造しようとする実践的な態度を養う。
○「ホームプロジェクト」や「学校家庭クラブ活動」などの問題解決的な学習を充実する。
○少子高齢社会に対応する力（子育て支援等の理解、高齢者の肯定的理解や基本的な介護技術、生涯生活設計能力）、生活課題を解決するために必要な社会参画力、他者と
共生するためのコミュニケー ション能力、消費・ 環境に配慮したライフスタイルを確立するための意思決定能力、日本の生活文化を継承・創造する力等を育成する学習活動を充
実する。

【小学校（低・中学年）】
○基本的な生活習慣や生活技能、身近な人々との接し方(家族や地域の様々な人々）、成長への喜び･成長を支えてくれた人々への感謝等（生活科）
○健康によい生活についての理解（健康に過ごすための明るさの調節や換気などの生活環境）、体の発育・発達についての理解（体をよりよく発育・発達させるための調和のとれ
た食事）（体育科）

○節度･節制（基本的な生活習慣、節度ある生活）、家族愛、家庭生活の充実等(道徳） 等

【幼児教育】 （教育課程部会幼児教育部会において、本ワーキンググループでの議論を踏まえ、幼児期に育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化について審議）
○衣服の着脱、食事、排泄などの生活に必要な活動の必要性に気付き、自分でする。
○親や祖父母など家族を大切にしようとする気持ちをもつ。 等

家庭科、技術・家庭科（家庭分野）における教育のイメージ（たたき台） 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ５ 日
教 育 課 程 部 会
家 庭 、 技 術 ・ 家 庭
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

資料３
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【小学校】
○表したいことに合わせて、材料や用具の特徴を生かして使うとともに、表現に適した方法などを組み合わせて表す（図画工作）
○材料や用具などについての経験や技能を総合的に生かしてつくる（図画工作）
○身近にある物を使ったりなどして、遊びや遊びに使う物を工夫してつくり、そのおもしろさに気づく（生活）
○ものづくりの活動を通して、自然の事物・現象の性質や働き、規則性についての実感を伴った理解を図る（理科）
○道徳の内容との関連を踏まえた情報モラルに関する指導（道徳） 等

【中学校】
○材料、加工、エネルギー変換、生物育成及び情報に関する技術についての基礎的・基本的な知識と技能を習得させ、技術と社会や環境との関わりにつ
いて理解を深める。
○よりよい社会の構築に向けて、技術分野における見方や考え方を踏まえて、技術を創造できる力を育成する。
○安心・安全な生活の実現に向けて、技術分野における見方や考え方を踏まえて、技術を評価・活用できる力を育成する。
○技術について関心をもたせ、安心・安全な生活を実現し、よりよい社会を構築するために、技術を適切に評価・活用、創造していこうとする態度を育
成する。
○社会における問題について、技術を評価・活用、創造して解決する活動を充実する
○技術革新及びそれを担う職業への関心を高め、生産などの経済的主体等として求められる力、安全な社会づくりに必要な資質・能力、情報活用能力、
知的財産を創造・保護・活用する態度、技術に関する倫理観等の育成に努める。

生
活
範
囲
・
地
域
環
境
・
現
在

※

技
術
を
ま
ず
は

見
つ
け
る

社
会
全
体
・
地
球
環
境
・
未
来

技
術
で
問
題
解
決
を
す
る
範
囲
と
影
響
を
及
ぼ
す
範
囲

技術・家庭科（技術分野）における教育のイメージ（たたき台）

【高等学校】

（情報の共通必履修科目）
○情報とそれを扱う技術を問題の発見と解決に活用するための科学的な考え方の育成
○情報モラル、知的財産の保護、情報安全等に対する実践的な態度の育成
（職業に関する各教科・科目）
○各専門分野（農業、工業等（以下略））に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得
○各専門分野の諸問題を主体的、合理的に、かつ倫理観をもって解決する能力の育成
○各専門分野と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度の育成

【幼児教育】（教育課程部会幼児教育部会において、本ワーキンググループでの議論を踏まえ、幼児期に育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化について審議）
○物との多様なかかわりとの中で、物の性質や仕組みについて考えたり、気付いたりする。
○身近な物や用具などの特性や仕組みを生かしたり、いろいろな予想をしたりし、楽しみながら工夫して使う。
○身近な動物の世話や植物の栽培を通じて、生きているものへの愛着を感じ、生命の営みの不思議さ、生命の尊さに気付き、感動したり、いたわったり、大切にしたりする。 等

平成２７年１２月１５日教育課程部会

家庭、技術・家庭ワーキンググループ

資料３
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情報ワーキンググループの今後の検討事項について

Ⅰ 小・中・高等学校を通じた情報活用能力の育成について

① 小・中・高等学校の各教科等を通じて育まれる情報活用能力につ

いて 「三つの柱」に沿ってどのように整理するべきか、

② 特に、プログラミングや情報セキュリティをはじめとする情報モ

ラルなどに関する学習活動について、学校外の多様な教育活動とも

連携しつつ、発達段階に応じてどのように充実を図るべきか

③ 関連して、各教科等におけるＩＣＴを活用した学習・指導につい

て 「アクティブ・ラーニング」の視点に立った学びを推進する視、

点も踏まえ、どのように充実を図るべきか

Ⅱ 高等学校情報科（各学科に共通する教科）の改善について

① 情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を身に付けさせ

るため、情報科（各学科に共通する教科）の科目の構成、目標、内

容及び学習・指導方法等について、どのように改善を図るべきか

Ⅲ 学習指導要領の理念を実現するために必要な方策について

① 情報教育やＩＣＴを活用した学習・指導を充実するため 「カリ、

キュラム・マネジメント」をどのように確立するべきか

② 情報教育やＩＣＴを活用した学習・指導を充実するため、教員の

指導力の向上（養成・採用を含む ）やＩＣＴ環境の整備等をどの。

ように進めるべきか

※ 第２回以降においては、おおむねⅠ、Ⅱの順に検討し、Ⅲについては必要に

応じて適時検討することとする
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情報教育において育む資質・能力について

教育課程企画特別部会 論点整理（抜粋）

･･･情報活用能力の育成については、情報の量のみならず質の変化が著

しいことなども視野に入れた一層の充実が求められるところである。･･･

小・中・高等学校の各教科等を通じた情報活用能力について、三つの柱に

沿って明確化し、学校外の多様な教育活動とも連携しつつ、プログラミン

グや情報セキュリティをはじめとする情報モラルなどに関する学習活動の

充実を発達段階に応じて図るとともに、情報科においては、高等学校教育

における共通性を明確にし、情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用

能力を身に付けるため、統計的な手法の活用も含め、情報と情報技術を問

題の発見と解決に活用するための科学的な考え方等を育成する共通必履修

科目の設置を検討することとする。あわせて、当該共通必履修科目を前提

とした発展的な内容を扱う選択科目についても、検討を行う。

検討事項１ 小・中・高等学校の各教科等を通じて育まれる情報活用能力につ

いて 「三つの柱」に沿ってどのように整理するべきか。情報活用、

能力の「３観点」との関係はどのように考えればよいか。

検討事項２ 小・中・高等学校の各教科等における情報活用能力の育成に関す

る学習及び高等学校情報科の「情報と情報技術を問題の発見と解決

に活用するための科学的な考え方等を育成する共通必履修科目」の

学習を通じて、高等学校卒業までに全ての生徒にどのような資質・

能力（情報活用能力）を育むべきか。

平 成 年 月 日2 7 1 1 2 4
教 育 課 程 部 会
情報ワーキンググループ

資料２
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検討事項１

「三つの柱」に沿った情報活用能力の整理について

○ 「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関す

る調査研究協力者会議」第１次報告（平成 年 月）において、情報教育9 10
の目標の観点を「情報活用の実践力 「情報の科学的な理解 「情報社会」、 」、

に参画する態度」の三つに整理。

第１次報告における３観点の定義

Ａ 情報活用の実践力

課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要

な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況な

どを踏まえて発信・伝達できる能力

Ｂ 情報の科学的な理解

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱っ

たり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の

理解

Ｃ 情報社会に参画する態度

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている

、 、影響を理解し 情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え

望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

「 」（ ）初等中等教育の情報教育に係る学習活動の具体的展開について 平成 年 月18 8

においては、情報活用能力の３観点を、それぞれに係る具体的な指導項目としてどの

ようなものがあるかを整理するため、その定義の文言から８つに分類した （８要素）。

（情報活用能力の概念等の深化については 【参考１】を参照 ）、 。
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○ 教育課程企画特別部会論点整理（平成 年 月）において、育成すべき27 8
資質・能力を「三つの柱」で整理することが求められた。

教育課程企画特別部会 論点整理（要約）

（これからの時代に求められる人間の在り方を）教育課程の在り方に

展開させるためには、必要とされる資質・能力の要素についてその構造

を整理しておく必要がある。

学習する子供の視点に立ち、育成すべき資質・能力を以下のような三

つの柱で整理することが考えられる。

ⅰ) 「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能 」）

ⅱ) 「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表

現力等 」）

ⅲ) 「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに

向かう力、人間性等 」）

（情報活用能力等の）資質・能力についても、それぞれを三つの柱に

沿って整理し、学習指導要領等の構造化の考え方の中で各教科等との関

係を整理していくことが必要である。

各教科等において育む資質・能力について「三つの柱」で整理するこ

とが求められている中で、情報活用能力についても「三つの柱」で整理

する必要がある。また、そうすることによって、各教科等における情報

活用能力を育む取組がより具体化しやすくなると考えられる。
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【論点】

《 》 「 」 「 」 。論点１ ３観点 と 三つの柱 との関係はどのように整理されるのか

（下のイメージ図参照）

（及び情報教育の具体的な指導項目○ 情報教育の目標を整理した「３観点」

それぞれには 「三つの柱」として整理さを整理するための８区分(要素)） 、

れている資質・能力のそれぞれの要素が複合して含まれていると考えら

れるか。

○ 「３観点」と「三つの柱」とは、互いに矛盾することなく整理するこ

とが可能か。

資質・能力の「三つの柱」

情報教育の目標の「３観点」

「３観点」と「三つの柱」との関係のイメージ

情報活用能力

情報活用の
実践力

情報の科学
的な理解

情報社会に
参画する態度

個別の知識・技能
何を知っているか、何ができるか

思考力・判断力
・表現力等

知っていること・できることをどう使
うか

学びに向かう力、
人間性等

どのように社会・世界と関わり、よ
りよい人生を送るか

具体的な指導項目を整理するための８区分（要素）

内容・学習活動の視点からの整理

資質・能力の視点からの整理
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《論点２》 情報活用能力は「三つの柱」に沿ってどのように整理されるか。

（資質・能力の「三つの柱」による整理のイメージ（たたき台 ））

情報活用の実践力 情報の科学的な理解 情報社会に参画する

態度

課題や目的に応じて 情報活用の基礎とな 社会生活の中で情報

情報手段を適切に活 る情報手段の特性の や情報技術が果たし

用することを含め 理解と、情報を適切 ている役割や及ぼし

て、必要な情報を主 に扱ったり、自らの ている影響を理解

体的に収集・判断・ 情報活用を評価・改 し、情報モラルの必

表現・処理・創造 善するための基礎的 要性や情報に対する

し、受け手の状況な な理論や方法の理解 責任について考え、

どを踏まえて発信・ 望ましい情報社会の

伝達できる能力 創造に参画しようと

する態度

ⅰ) 個別の知識 ・情報や情報技術についての知識と技能

・技能 ・情報や情報技術を活用して問題を発見し解決するための知識

・社会の中で情報や情報技術が果たしている役割や影響につい（ 、何を知っているか

ての知識何ができるか）

・情報に関する法やマナーについての知識

ⅱ) 思考力・判 ・情報や情報技術を活用して問題を発見し解決するための思考

断力・表現力等 力

・必要な情報や解決の方法などを比較し選択するための判断力（知っていること・

・相手や状況に応じて、情報を伝えるための表現力できることをどう使

・情報を活用して新たな価値を生み出すための創造力うか）

ⅲ) 学びに向か ・情報を多面的・多角的に吟味し見定めていく力

う力、人間性等 ・自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする力

・情報モラルや情報に対する責任について考えようとする態度（どのように社会・

・情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与する態度世界と関わりよりよ

い人生を送るか）
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【参考１】情報活用能力の概念等の深化

１．臨時教育審議会第二次答申（昭和 年 月）61 4
「情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎

的な資質」

読み、書き、算盤に並ぶ基礎・基本と位置付け

２．教育課程審議会答申（昭和 年 月）62 12
「社会の情報化に主体的に対応できる基礎的な資質を養う観点から、

情報の理解、選択、処理、創造などに必要な能力及びコンピュータ等の

情報手段を活用する能力と態度の育成が図られるよう配慮する。なお、

その際、情報化のもたらす様々な影響についても配慮する」

３．情報教育に関する手引（平成 年 月）3 7
情報活用能力を次の４つの内容に整理

① 情報の判断、選択、整理、処理能力及び新たな情報の創造、伝達能

力

② 情報化社会の特質、情報化の社会や人間に対する影響の理解

③ 情報の重要性の認識、情報に対する責任感

④ 情報科学の基礎及び情報手段（特にコンピュータ）の特徴の理解、

基本的な操作能力の習得

４．情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する

調査研究協力者会議－第１次報告－（平成 年 月）9 10
「情報教育で育成すべき「情報活用能力」の範囲を、これからの高度

情報通信社会に生きるすべての子供たちが備えるべき資質という観点か

ら明確にする必要がある 」。

「これからの社会においては、様々な情報や情報手段に翻弄されるこ

となく、情報化の進展に主体的に対応できる能力をすべての子供たちに

育成することが重要であると考えた。そこで ・・・情報教育で育成す、

べき「情報活用能力」を以下のように焦点化し、系統的、体系的な情報

教育の目標として位置付ける・・・」

（２ページ参照）３観点に整理
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５．新・情報教育に関する手引（平成 年 月）14 6
「生きる力」の育成の上でも、情報教育が非常に重要な役割を担って

いることを指摘

第１次報告（平成 年 月）における３観点の整理を踏まえ、観点9 10
、 、ごとに詳細に解説するとともに 各学校段階における情報教育の在り方

情報教育と各教科等との関係について解説

６．初等中等教育における教育の情報化に関する検討会（平成 年 月）18 8
「小、中、高等学校の全ての学校段階において、情報教育に係る学習

活動を抽出し、それを情報教育の体系の中に位置付けるに当たっては、

現行の情報活用能力に係る３観点について、それぞれに係る具体的な指

導項目としてどのようなものがあるかを整理することが必要となる。即

ち、個々の学習活動が情報活用能力の３観点のどこに位置付けるかに係

る判断根拠となるものが必要ということであり、このことは 「新・手、

引」に具体的に掲げられた情報活用能力の３観点を理念のままで終わら

せないことにもつながることである 」。

３観点を「その定義の文言から」計８つに分類（８要素）

３観点８要素

Ａ 情報活用の実践力

・課題や目的に応じて情報手段を適切に活用する

・必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造する

・受け手の状況などを踏まえて発信・伝達する

Ｂ 情報の科学的な理解

・情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解

・情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための

基礎的な理論や方法の理解

Ｃ 情報社会に参画する態度

・社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしてい

る影響の理解

・情報モラルの必要性や情報に対する責任

・望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度
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７．教育の情報化に関する手引（平成 年 月）22 10
①情報教育の目標と系統性の意義、②発達の段階に応じて各学校段階

で身に付けさせる情報活用能力、③情報活用能力を身に付けさせる各教

科等の学習活動について解説

「情報教育の３観点に従って、小学校、中学校及び高等学校において

（下表参照）身に付けさせたい情報活用能力について概要を整理」
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８．情報活用能力調査（小・中学校）調査結果（平成 年 月）27 3
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検討事項２

高等学校卒業までに全ての生徒に育むべき情報活用能力について

高等学校卒業までに全ての生徒に育むべき情報活用能力については、

次のように考えられる。

① 小学校段階から高等学校の各教科（必履修科目）までの履修によっ

て育まれる能力であり、情報科の必履修科目は高等学校段階において

その中核となるものである。

② 高等学校において情報活用能力育成の中核となる情報科の必履修科

目の履修によって育まれる能力は 現行学習指導要領においては 社、 、「

会と情報」又は「情報の科学」のいずれを履修しても共通して育まれ

る（両科目に共通する内容の履修によって育まれる）能力であるが、

改訂後の学習指導要領においては 「情報と情報技術を問題の発見と、

解決に活用するための科学的な考え方等を育成する共通必履修科目」

の履修によって育まれる能力となる。

【論点】

《論点１》 「情報と情報技術を問題の発見と解決に活用するための科学的な

考え方等を育成する共通必履修科目」の履修によって育まれる能力につい

て、どのように考えるか。

① おおむね、現行の「社会と情報 「情報の科学」のそれぞれにおい」、

て育まれる能力のうちから、全ての生徒が共通して身に付けるべきと考

えられる能力によって構成されると考えてよいか。

② その際、高等学校の生徒の学力等の実情は多様であること、更に深く

学びたいという生徒に対しては「発展的な内容を扱う選択科目」も設け

ることで生徒の興味・関心、意欲に応えていくこと等を考慮しながら検

討する。
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《論点２》 高等学校卒業までに全ての生徒に育むべき情報活用能力の整理を

踏まえ、小・中学校において育むべき情報活用能力や高等学校情報科の選

（下のイメージ図択科目において育む能力について検討することでよいか。

参照）

（高等学校情報科及び小・中・高等学校を通じた情報教育

のイメージ（たたき台 ））

【高等学校】発展的な選択科目

【高等学校】必履修科目

ⅰ) ネットワークや情報通信システム、問題解決の手順や手法、情報や情

報技術の役割や「光」と「陰」の両面の影響などについて理解する。

ⅱ) 情報技術を用いて問題を発見し解決するための思考力、必要な情報や

解決法を選択するための判断力、受け手の状況を踏まえて情報を伝える

ための表現力、情報を活用して新たな価値を生み出すための創造力を身

に付ける。

ⅲ) 情報を多面的・多角的に吟味する力、自らの情報活用を振り返り評価

し改善しようとする力を伸ばし、情報モラルや情報に対する責任につい

て考えようとする態度、情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与す

る態度を育む。

【中学校】

【小学校】
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【参考２－１】教育課程企画特別部会 論点整理 補足資料 № （抜粋）114

全ての生徒に共通に育むべき資質・能力と、高等学校各教科の必履修科目

の関係等（仮案・調整中）

「情報」

資質・能力の育成の個別の知識や技能 思考力・判断力・ 学びに向かう力、

ために重視すべき学表現力等 人間性等

習過程等の例教科等の本質に根ざし 情意、態度等に関わる

た見方や考え方等 もの

何を知っているか （知っていること・ （どのように社会・（ 、

何ができるか） できることをどう使 世界と関わりよりよ

うか） い人生を送るか）

ネットワークを用い情報や情報技術に 情報に関する科学 情報社会に主体的

た情報の収集・発信関する科学的な理 的な見方や考え方 に参画しその発展

問題解決の実践と評解 を身に付け、情報 に寄与する態度な

価情報技術や情報機 技術を効果的に活 ど

プログラミングを用器を用いて問題を 用して問題を発見

いた問題解決発見し解決する知 し解決する力

データベースを用い識と技能

た問題解決

情報社会の課題につ

いての調査や討議

情報モラルの理解と

実践
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【参考２－２】現行高等学校学習指導要領「情報」

（情報科の目標）

情報及び情報技術を活用するための知識と技能を習得させ、情報に関する

科学的な見方や考え方を養うとともに、社会の中で情報及び情報技術が果た

している役割や影響を理解させ、社会の情報化の進展に主体的に対応できる

能力と態度を育てる。

（ 社会と情報」の目標）「

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ、情報機器や情報通

信ネットワークなどを適切に活用して情報を収集、処理、表現するととも

に効果的にコミュニケーションを行う能力を養い、情報社会に積極的に参

画する態度を育てる。

（ 情報の科学」の目標）「

情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させるとともに、情報と

情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための科学的な考え方を

習得させ、情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。

（内容）

社会と情報 情報の科学

( ) 情報の活用と表現 ( ) コンピュータと情報通信ネットワ1 1
ア 情報とメディアの特徴 ーク

イ 情報のディジタル化 ア コンピュータと情報の処理

ウ 情報の表現と伝達 イ 情報通信ネットワークの仕組み

( ) 情報通信ネットワークとコミュニ ウ 情報システムの働きと提供するサ2
ケーション ービス

ア コミュニケーション手段の発達 ( ) 問題解決とコンピュータの活用2
イ 情報通信ネットワークの仕組み ア 問題解決の基本的な考え方

ウ 情報通信ネットワークの活用とコ イ 問題の解決と処理手順の自動化

ミュニケーション ウ モデル化とシミュレーション

( ) 情報社会の課題と情報モラル ( ) 情報の管理と問題解決3 3
ア 情報化が社会に及ぼす影響と課題 ア 情報通信ネットワークと問題解決

イ 情報セキュリティの確保 イ 情報の蓄積・管理とデータベース

ウ 情報社会における法と個人の責任 ウ 問題解決の評価と改善

( ) 望ましい情報社会の構築 ( ) 情報技術の進展と情報モラル4 4
ア 社会における情報システム ア 社会の情報化と人間

イ 情報システムと人間 イ 情報社会の安全と情報技術

ウ 情報社会における問題の解決 ウ 情報社会の発展と情報技術
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高等学校学習指導要解説 情報編（抜粋）

（情報科の目標について）

( ) 「情報及び情報技術を活用するための知識及び技能を習得させ」について1

この目標は，情報教育の目標の三つの観点のうちの「情報活用の実践力」と「情報

の科学的な理解」の育成に対応している。情報化が進む知識基盤社会では，あらゆる

知識と技能を習得するに当たって，情報及び情報技術を適切に活用することにより，

それらの習得が容易に行われるとともに，それらの活用を通して，関連する新たな知

識と技能の習得につながっていく。また，情報及び情報技術を適切に活用することに

， 。より これまで身に付けてきた知識と技能が実際に生きて働き実用に結び付いていく

これらのことから，情報及び情報技術を適切に活用するための知識と技能を習得させ

ることを引き続き共通教科情報科の目標として位置付けている。

( ) 「情報に関する科学的な見方や考え方を養う」について2

この目標は，情報教育の目標の三つの観点のうちの「情報の科学的な理解」の育成

に対応している。一般に，身に付けた知識がそれらを活用するための能力や態度をは

ぐくみ，知識の活用を通して新たな知識が獲得される。同様の関係を情報に関する科

学的な見方や考え方を養うことと，情報及び情報技術の活用との間に見いだすことが

できる。情報の科学的な見方や考え方を養うことが情報及び情報技術の効果的な活用

につながり，活用の実践を多く行い具体例を豊富に体験することが，情報の科学的な

見方・考え方の育成を促進する。このように，情報に関する科学的な見方や考え方を

養うことは，情報活用能力をバランスよく身に付けさせるための重要な要素である。

( ) 「社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響を理解させ」について3

この目標は，情報教育の目標の三つの観点のうちの「情報社会に参画する態度」の

育成に対応している。情報通信ネットワーク等を使った犯罪が多発する中，情報通信

ネットワーク上のルールやマナー，危険回避，人権侵害，著作権等の知的財産の保護

等の情報及び情報技術を適切に扱うための知識と技能を習得させる指導について，よ

り一層充実させることが求められている。情報及び情報技術を適切に活用するために

は，社会の中で情報及び情報技術が果たしている役割や影響を理解させ，それらに適

切に対処できるようにすることが必須であり，情報及び情報技術を活用した実践を豊

富に体験することやその反省を通して情報社会に参画する態度が育成される。情報及

び情報技術が果たしている役割と影響を理解させることは，情報活用能力をバランス

よく身に付けさせるための重要な要素である。
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( ) 「社会の情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育てる」について4

共通教科情報科の最終的な目標は 「社会の情報化の進展に主体的に対応できる能力，

と態度を育てる」ことである。共通教科情報科の指導に当たっては 「主体的に対応で，

きる能力と態度」を，情報社会に積極的に参画するための能力・態度と情報社会の発

展に寄与するための能力・態度ととらえ，それぞれの能力・態度の育成を新設された

「社会と情報」と「情報の科学」に担わせている。これらの能力・態度は，情報教育

の目標の三つの観点である「情報活用の実践力 「情報の科学的な理解 「情報社会」， 」，

に参画する態度」をバランスよく育成することによって身に付けることができる。こ

のように共通教科情報科においては，目標にある「情報及び情報技術を実践的に活用

するための知識及び技能の習得 「情報に関する科学的な見方や考え方の育成 「情」， 」，

報及び情報技術が果たしている役割や影響の理解」を通して，社会の情報化の進展に

主体的に対応できる能力と態度を育成しようとしている。

（ 社会と情報」の目標について）「

「社会と情報」では，共通教科情報科が育成することを目指す「社会の情報化の進

展に主体的に対応できる能力と態度」を「情報社会に積極的に参画する能力と態度」

ととらえている。この「情報社会に参画する態度」とは，情報社会に参加し，よりよ

い情報社会にするための活動に積極的に加わろうとする意欲的な態度のことである。

「情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ」については，情報化の進展

が社会に及ぼす影響や個人の責任などの面から情報社会の特性や在り方を考えさせ，

情報通信ネットワーク上のルールやマナー，情報の安全性などに関する基礎的な知識

や技能を習得させる。

「情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を収集，処理，表現

する」については，情報とメディアの特徴，情報のディジタル化の仕組み，情報手段

の基本的な仕組みなどについて理解させる。

「効果的にコミュニケーションを行う能力を養い」については，コミュニケーショ

ン手段の発達をその変遷と関連付けながら理解させるとともに，情報通信ネットワー

クの特性を踏まえ，情報の受発信時に配慮すべき事項などについて理解させる。

なお，この科目の内容は情報社会に参画する態度の育成に重点を置いた構成になっ

ているが，他の二つの観点についても同様に学ぶ内容となっていることに特に留意す

る。
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（ 情報の科学」の目標について）「

「情報の科学」では，共通教科情報科が育成することを目指す「社会の情報化の進

展に主体的に対応できる能力と態度」を「情報社会の発展に主体的に寄与する能力と

態度」ととらえている。この「情報社会の発展に寄与する能力と態度」とは，情報社

会の発展に役立つことを自ら進んで行い，よりよい情報社会にするために貢献できる

能力・態度のことである。

「情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させる」については，情報技術の

面から情報社会の特性や在り方を考えさせ，ルール，マナー，情報の安全性などに関

する基礎的な知識と技能を習得させるとともに，社会の情報化や情報技術の進歩が人

間や社会に及ぼす影響を理解させる。

「情報と情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用する」については，情報手段

の基本的な仕組みを理解させるとともに，提供される様々なサービスを活用できるよ

うにするための基礎的な知識と技能を習得させる。また，アルゴリズムを用いた表現

方法の習得，コンピュータによる自動処理の有効性の理解，モデル化とシミュレーシ

ョンの考え方の問題解決への活用，データベースの活用などに必要な基礎的な知識と

技能を習得させる。

このように 「情報の科学」では，問題解決との関わりの中で，情報機器や情報通信，

技術を効果的に活用するための知識と技能を習得させるが，ただ単に問題解決の作業

を行わせるというだけではなく，そこで利用されるコンピュータによる処理手順の自

動実行，論理的な考え方，統計的なデータの扱い方などを様々な場面で生かせる応用

力を習得させる。このため，指導に当たっては，コンピュータやソフトウェアの操作

，方法の習得やプログラミング言語の記法の習得などが主目的にならないように留意し

ソフトウェアや処理手順の自動実行の原理を科学的に理解し，これらを必要に応じて

活用できる能力の育成と活用方法の習得に重点を置くことが必要である。

なお，この科目の内容は情報の科学的な理解の育成に重点を置いた構成になってい

るが，他の二つの観点も学ぶ内容となっていることに特に留意する。
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 平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ３ 日 
教 育 課 程 部 会 
体 育 ・ 保 健 体 育 、 健 康 、 安 全 Ｗ Ｇ 

資料７  

 

体育・保健体育、健康、安全WGにおける検討事項（案） 

 

 

１．体育・保健体育を通じて育成すべき資質・能力について 

 ・体育・保健体育を学ぶ本質的な意義や他教科との関連性について 

 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性など） 

・幼稚園・小学校・中学校・高等学校を通じた体育・保健体育において育成すべ

き資質・能力の系統性について 

・体育・保健体育において育成すべき資質・能力と指導内容との関係について 

・オリンピック・パラリンピック大会を契機として育成すべき資質・能力、 

 

 

２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成の

ために重視すべき体育・保健体育の指導等の改善充実の在り方について 

 

 

３．資質・能力の育成のために重視すべき体育・保健体育の評価の在り方について 

 

 

４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等につい

て 

 

５．健康・安全における資質・能力等について 

 

※アクティブ・ラーニングの三つの視点（教育課程企画特別部会「論点整理」１８ページ参照） 

ⅰ)習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程が実現できてい

るかどうか 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が実現できてい

るかどうか 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主体的な学びの過

程が実現できているかどうか。 
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体育・保健体育、健康、安全に関する現状と課題について 

○ 現行の学習指導要領は、指導内容を盛り込んだということが大きな特徴であった。

また、小中高と 4・4・4制を体系化したところであるが、そのことも踏まえ、現状

の課題を整理しておく必要がある。 

 

○ 現状の子供たちの課題としては、例えば、小学校の段階でロコモティブシンドロ

ームの問題、中学校期では運動習慣の二極化、特に女子の問題等、幾つかの課題が

大きく出てきている。 

 

○ アクティブ・ラーニングの視点については、体育の実技、運動学習の中では「か

かわる・わかる・できる」という三位一体の学習活動を実施している現状を踏まえ

ると、これはアクティブ・ラーニングの視点を踏まえた取組を先取りしたと考えら

れるのではないか。ただし、OECD の学力論に沿って言えば、具体的にその中から日

常生活に本当に発展できたのかという問題を考えておかなければいけない。 

 

○ 体力の下げ止まりと言われている中で、日常生活の中で運動やスポーツを楽しむ

ということが本当にうまく実現できているかどうかということも課題として整理

しなければいけないのではないか。 

 

○ 団塊の世代の教員が退職する中、若い教員、経験の浅い教員が多くなる現状があ

る中、学習指導要領、生きる力、体育としての体力も含めて実現する授業を実践し

ていくかということは、学校現場としては大きな課題。 

 

○ 現行の学習指導要領は、指導内容が体系化されて、教える内容がとても明確化さ

れたところであるが、果たしてその内容が北海道から沖縄まで、等質で浸透してい

るのか疑問を感じる。体育の場合は非常に指導者によって授業の質にばらつきが出

ているのではないか。教員は教科の特性は感じているとは思うが、教科としての本

質的な意義を現場のレベルで認識して授業に取り組んでいくことが課題ではない

か。 

 

○ 高等学校では、女子の運動率が低調というような課題が特にはっきりしてくる。

自分から運動しようということよりも、ほかに楽しいことがあるというなかなか運

動への意欲ということも見られない部分がある。しかしながら、体育の授業ででき

なかったことができるようになったといったことに対しては意欲が増してくると

いった実感はあることから、そのような視点をしっかりこれから意識して授業作り

することが重要。 

 

体育・保健体育、健康、安全ＷＧ（第１回、平成２７年１１月２３日） 

における主な意見【未定稿】 
 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 
教 育 課 程 部 会 
体育・保健体育、健康、安全 WG 

資料１－１ 
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○ 体育の取組については、校種に特化する傾向があり、校種間をどう接続するのか、

つながりを持たせるのか、見通しを持たせるのかが重要である。最終的には卒業後

もスポーツと豊かな関わりを継続していけるのか、ライフステージに応じてスポー

ツとどう関わっていくのかというところが重要な視点であるのではないか。 

 

○ 現状分析とともに、今後、新しく求められるような、現代的なニーズとか、今日

的な課題についても対応していくことが必要ではないか。 

 

○ パラリンピックについて強調されているが、特別支援学校や特別支援学級の体育

の授業の中で体育が果たす役割は大きいと考える。健常者に障害者スポーツを教え

る機会をもっと増やしてもいいのではないか。健常者がもっと障害者スポーツを理

解すれば、よりよい共生社会を築けるのではないか。 

 

○ 日本の体育は世界的にみて、全ての子供たちが一定の時間体育の授業において運

動するという、非常に特徴的な取組をしている。心と体は一体であり、体を動かす

ということは、頭、あるいは心を活発化することにもつながることから極めて重要

ではないか。 

 

○ 健康教育の視点から、子供が大人になっていく過程において、自分の体を守る、

知識を持って、さらに自分の健康を増進するという目的とすると、それを達成する

ために教えている内容が少な過ぎるのではないか。これでは子供が大人になってい

く過程において自分の体を守るだけの知識が与えられていないのではないか。 

保健の分野の教育をもっと、子供が大人になる過程において必要な知識を与えるべ

きではないか。 

 

○ 女性アスリートの無月経から疲労骨折という問題もあり、女性アスリートは現役

を終わってからの人生の方が長いことを踏まえ、スポーツと健康についての体と心

の教育は大切。また、男女一緒に教育を行い、一緒の気持ちで成長していけるよう

な環境を作ることも大切ではないか。 

 

○ 体育の存在意義というのは、いろいろな科目に対してのベース教育になるのでは

ないか。体育をするためには体が必要で、それが食育、家庭科にもつながり、オリ

ンピック・パラリンピックの教育をするといった意味ではいろいろな国の現状を知

る社会科の授業、平和とか感謝ということに関しては道徳教育、豊かな環境がある

からこそスポーツができるといった意味では理科、そして、性教育といった意味で

は生物、というようにベース教育になる体育であることを踏まえて教育を進めてい

くと、いろいろな視野を広く持った子供たちが育つのではないか。 

 

○ 中学生とか、高校生になると女性があまりスポーツをしないという現状があるが、

スポーツは、身体能力が高い低い関係なく、遊びながら体力を向上できる、参加で

きるという視点が重要ではないか。 
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○ 体育が全体のベースになって、いろいろな教科につながっていると考える中で、

共通性と差異化をしっかりと整理する必要があるのではないか。 

 

○ アクティブ・ラーニングを進める上では教員の資質というのが非常に問題になる

のではないか。 

 

○ ダンス教育に限ってみれば、運動会でおしまい、振り付けダンスでおしまいとい

うような実際がある中、指導要領の解説で書かれている趣旨がどれだけ浸透してい

るのかということが課題である。 

 

○ 体育学習、保健学習、健康教育を進める上で幼小中高の校種間の接続を踏まえた

取組はとても大切と考える。 

 

○ オリンピック・パラリンピックの教育推進校の指定を受けて実践研究する中で、

オリンピック・パラリンピックのアスリートに来てお話をいただいたりすると、子

供たちの目の輝きが違うということがある。子供たちが一生懸命その種目に取り組

んで、成果があるということを感じる。 

 

○ 健康教育の課題は山積しており、喫緊の問題では、心の問題、いじめ、自殺など、

本当に減らない状況がある。また、女子の痩身志向が、貧血や大人になってからの

生殖の問題などになるのではないか。がんについては、今 3人に 1人がかかるとも

いわれており、そういう現状の中で、がん教育についても、子供たちに学ばせてい

かなければいけないのではないか。 

 

○ 子供たちにスキルを身に付けさせる必要がある保健の内容というのは山積して

おり、内容を精査しながら、限られた授業時間の中でしっかりとした実践力まで養

えるぐらいの保健の授業ができるよう改善する必要があるのではないか。 

 

○ 健康教育は、教育課程全体で行うことになっているが、保健や安全のことも確実

に指導していくこととなると、教科が核になると考える。保健でなければ身に付か

ない資質・能力とは何かということが明確にしていくことが重要ではないか。 

 

○ 現状の成果や課題を議論する上で学術知見、エビデンスに基づく分析、課題とい

うことも次期改訂に向けては非常に重要。 

 

○ 幼稚園と小学校の連携において、運動を通して健康の大切さを理解するといった

視点で改善の余地はないのかという検討が必要ではないか。 

 

○ 現場の教員から体力や運動習慣の二極化の話はよく聞くが、それに加えて、小さ

いうちから一つの種目に搾って取り組む子どもが増えているため，運動が得意な子

どもでも、体力の偏りや運動技能のバランスの悪さが以前より拡大しているのでは
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ないか。 

 

○ 小学校では、個人的に頑張られている先生は多くいるが、それが学校として機能

していない状況や、中学校では、自分の専門種目に重きをおくことが多い状況であ

り、教員の意識が自分の専門種目だけではなくて、保健体育科として全ての種目を

満遍なくやるという意識が足りないのではないかと感じる。 

 

○ 小中高の連携という部分については、小学校の先生が中学校の授業を見る機会、

逆に、中学校の先生が小学校の授業を見る機会というのが少なく、それぞれ異校種

でどのような授業が進められているかわかない中で授業を進めているというよう

な現状がある。 

 

○ 保健の指導に関して、個々の家庭環境に非常に差があり、指導する内容を、どの

ように指導していけばよいのか、何に配慮すればよいのかという観点において、現

場で非常に苦慮しているとの話がある。 

 

○ 体育の中で保健の知識を持って体育の指導もするということは非常に有効であ

ると考えられることから、保健体育科の教員がそのような認識を持って授業に臨む

ことは重要ではないか。 

 

○ 小さい頃から特定のスポーツや部活を行っている人は、必ずしも大人になってか

ら運動を続けてなく、体を使った遊びを多くおこなっている人、いろいろな運動、

スポーツの経験がある人は、大人になってから運動を続けており、その根底には、

運動のおもしろさとか、がおっくうではないといった意識が非常に強いのだろうと

いうことが最近の研究でもわかってきている。 

 

○ 体育の授業作りは、先生方が非常に一生懸命やっていて、こんなにすばらしい体

育の授業をやっている国はなかなかないと思うが、その後の生涯スポーツにつなが

らないというところの一つの問題点は、総則に書いてあるような教育活動全体を通

して行うという日常化、生活化の部分や部活の在り方も含めて、地域とか家庭との

連携という内容が非常に薄いではないか。 

 

○ 幼児期との連携は非常に大切で、発育発達の観点からでも年中から小学校 3、4

年生ぐらいまではほとんど同じ発育発達段階なので、幼児期から体育を考える必要

があるのではないか。 

 

○ 教師の資質・能力の問題や保健と体育の連携をどうしていくのかという問題、指

導内容の問題、系統性の問題だとか、あるいは内容そのものが本当にいいのかとい

う問題についてエビデンスを集め検討する必要があるのではないか。 

 

○ 2030 年の社会像をある程度イメージしておかなければいけなく、特に体育に関わ

るような社会像で言えば、高齢化率が 25％超えてくる社会でこれからの子供たちに
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何が求められるのか、どういうことを知識として知っていて、どういうアクション

を起こせるのかということは意識する必要があり、地域そのものがどういう状態な

のかということを少しイメージして、その中で、スポーツがどういう役割、あるい

は健康の問題がどういう意味を持つのかということは、しっかりと意識しておかな

ければいけない。また、レガシーというところに観点を置いたとき、体育・保健体

育という教科はオリンピック・パラリンピックが終わった後を見据えて、どういう

学習内容と指導内容を設定していくのか、とうことを十分に踏まえて検討していく

必要があるのではないか。 

 

○ 子供たちの生活の様子や家庭環境もかなり変わってきており、また、保護者につ

いても、非常に学校教育に協力的になってきている。それから、地域の方の教育に

対する関心が非常に高まってきている状況もある。体育については、今の子供に合

った授業展開、指導法の工夫をしていく必要があると考えており、「またやろうよ」

という気持ちにさせるような授業を学校も先生方も工夫していく必要があるので

はないか。 

 

○ 報道やメディアによる本来の健康教育を埋めるような情報が社会に溢れ、極めて

多様化、大量化している。ネットで流されるような情報も含めて国民が直接そこに

触れたときに客観的に正しい判断ができるような基本的な学校教育が不可欠と考

える。 

 

○ 子供は確かに変わってきているとは思うが、発育、発達の途上にある子供を対象

とする学校教育では「成長の段階」という絶対無視できないことがあり、全て合理

化して、社会の変化と合わせられるかというと、決してそうではない。それを踏ま

え、どのように体育や保健の教育の在り方に折り合いをつけ、教育の時間がない中

で、何を誰がどのように教えるのかというところにつなげていかないと、次の 10

年間、生きる力を涵養するための体育及び保健の教育にはならないのではないか。 

 

○ 保健学習の中の生活習慣を学習する場面において、小中高と系統的に、例えばゲ

ーム依存とかネット依存にならない健康との関連で学習することが重要である。10

年前にはなかなか想像できなかったような課題がある中、10 年後を見通した検討を

する必要があるのではないか。 

 

○ カリキュラムを社会に開かれたものにしていくということは、地域の課題である

とか、実際の現実の問題に開かれたカリキュラム、つながっていくカリキュラムに

するとしたときに、地域の求める課題はというのは一致しないという問題もある。

現行の指導要領は、指導内容を明確化しているが、それは果して現場のニーズに合

っているのかという問題もあり、質的に自分たちで工夫してみたいとか、もっと自

分たちでカリキュラムをベースにして授業を作っていきたいというような、起爆剤

になっているのかどうかということも精査する必要があるのではないか。 

 

○ 育成すべき資質・能力、三つの柱は、それをどういうふうに機能化させていくの
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か、働かせていくのかということが重要ではないか。 

 

○ 生涯スポーツ、スポーツライフということを考えたときに、学校期におけるスポ

ーツ経験、あるいは健康に関する知識の経験というのがベースになっていくが、そ

こで青少年期モデルとして完成させてしまうということを教育者はやりたがる。

「達成したね、よかったね」で終わりではなく、もう少し余地を残すと、その余地

の中に何か工夫したり、もう一回やってみたいとなったりとか、いろいろなモチベ

シーョンというのが起きるので、この関連性を体育がどう引き受けていくのかとい

うところで考える必要があるのではないか。 

 

○ オリ・パラの問題については、イベントというのは一つの核であることは確かで

あるが、その後の見通しというものをちゃんと考えた学習指導要領の作成が必要と

考える。 

 

○ 幼稚園から小学校への継続で一番の課題は、幼稚園から小学校という4年なのか、

6 年なのか、5 年なのか、その区切りの仕方とかや学ぶべきことが少し明確になる

と見通しのある指導ができるのではないか。 

 

○ 1 人の先生は本当に頑張って一生懸命教材研究もされているが単独で終わってし

まって、学校全体に広がってこない。特に小学校は、学校全体を体育・保健体育、

健康教育も含めてコーディネートできる方がいるとよいのではないか。 
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□体育・保健体育、健康、安全に関する資質・能力について 

 

（三つの柱を踏まえた構造やとらえ方について） 

○ 資質能力の三つの柱を議論するときに、体育、保健体育の独自性というのがある

が、保健体育科だけが別の解釈というわけにはいかない。独自性はあるが、教科

の中での独自性なわけで、ここに示された知識・技能とか、思考力、判断力、表

現力などの柱に沿って議論をする必要がある。 

 

○ ３本の柱に合わせたスタンスで作っていくことが、現場ではより継続性があって

分かりやすい。 

 

○ 4・4・4 の枠組みについても、見直すというのは時期尚早ではないか。 

 

○ 構造としては、それぞれの要素に分けているが、実際の教育・学習というのは、

これらが当然つながっている。そこのレベルが、外から見ると同じ内容を扱って

いるように見えるが、実はそれは校種別で基本的には異なるという表現の仕方も

出てくるのではないか。 

 

○ アクティブ・ラーニングも同様で、様々な資質・能力というのがどういう関連性

を持つのか、その辺のところも同時に議論しないと、授業の場面や学習の場面で

そういうことが生かされていかないのではないか。 

 

○ 体育の知識では、例えば、技術が分かるために必要な知識と、できるようになる

ために必要な知識と、関わるために必要な知識、すべて知識ベースにある。現行

の技能、態度、知識・思考判断でいえば、技能に関わる知識を技能に、態度に関

わる知識は態度に、思考判断に関わる知識についても知識ベースに書いてきたか

ら、現行と大きな違いはない。ただし、今の現行の知識ベースの配置の仕方、そ

こから意味が作り出していって、子供たちがそれを学習として、ある一定の行為

の発動にまでつながっていかない、ここで言う表現力までいかないというのであ

れば、むしろそれに議論を集約して、議論を深めていく必要があるのはないか。 

 

○ 個別の知識や技能と、学びに向かう力と人間性には、双方に介在するものもあり、

どのように配置するのかによっては、読み取る人たちが混乱する場合もある。 

 

○ これから社会は、すごい勢いで変わってきているのは事実で、ここで育成すべき

資質・能力というのは、そういうことも考えながら各教科の中でどういうような

 

体育・保健体育、健康、安全ＷＧ（第２回、平成２７年１１月２３日） 

における主な意見【未定稿】 
 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 
教 育 課 程 部 会 
体育・保健体育、健康、安全 WG 

資料１－２ 
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学びを子供たちに提供しながら、子供たち一人一人が健やかに育っていくために

どのような形で評価していくかについて議論する必要があり、そうした部分も含

めて、イメージしやすいものをこれから提示していく必要がある。 

 

○ 知識・技能となり、何ができるかが入ったことが、かえってよくなると思う。子

供たちは、目の前の健康は、小学生・中学生は、自分自身が健康なため、別に健

康や病気について余り関心がないが、将来を見据えて今何ができるのか、何をし

なければいけないのかということを知って、それを実践できることが、非常に大

切である。将来的に健康で過ごせるためには、幼児、小学校、中学校となるべく

早く取り組んで、分かって実践する方が効果的であると考える。 

 

○ 保健は、今回の柱は非常にしっくりくると思う。三つ目の学びに向かう力、人間

性という表現だけで見ると分かりにくいが、情意というキーワードが入っている。

情意に迫る健康教育の重要性は、これまで指摘されていることころである。 

 

○ 実際の現場でどうカリキュラムが機能していくかという問題意識、懸念は共通す

るものとしてある。総則・評価特別部会で検討する項目の一つとして、カリキュ

ラム・マネジメントということが挙げられており、これから議論する中で、その

辺りのことも視野に入れた議論になると思われる。 

 

○ 保健については、現行の指導要領では知識の部分だけが記述されていて、思考・

判断や関心・意欲・態度の部分は記載がなかったことにより、保健学習は知識・

理解のところだけの評価と誤解している者も中にはいる現状を考えると、三つの

柱でというのは、思考・判断、表現力や学びに向かう力、人間性等も記されるこ

とで、指導法も変わるのではないかと考える。 

 

○ 保健においては、これまで現場の教員は知識・理解しか書かれていない学習指導

要領を基に、実際の評価は、思考・判断、関心・意欲・態度の評価してきたこと

を踏まえると、新たに枠組みがしっかり位置付けられることは、現場は非常にや

りやすくなると考える。 

 

○ 幼児教育との関係では、幼児教育は 5領域なので、余りにも健康の領域に特化さ

れているのではないか。資質・能力のイメージを、例えば保健体育科というとこ

ろから落としていったときに、当然、もともと幼児教育が固有で持っていた表現

や人間関係のところって非常に大きくマッチするので、そことの重なり合いみた

いなものを是非重視する必要がある。 

 

○ 体育に関しては、この三つの柱の中でやっていくことに対して、分かりやすいの

ではないかと考える。高等学校については、例えば練習計画の立て方ということ

で、健康問題の単元が大きくなり、そのような力をどういうふうに育てて評価し

ていくのかについても記載されると、なお資質・能力という部分で、生涯にわた

ったスポーツライフの実現に向け必要になってくるのと思われる。 

75



- 3 - 
 

 

○ 保健について、評価規準に記載のある内容が明記されるとわかりやすいのではな

いか。 

 

○ 体育、保健体育を通じて育成すべき資質・能力ということで、時代の変化ととも

に、体育、保健体育に求められる、あるいは体育、保健体育で補える資質・能力

というのが、非常に求められる部分も以前より多くなっているということもあっ

て、非常に広がりがあり、今回の議論の中でいろいろと意見はあったが、体育、

保健体育の本質はなにか、どこを目指して何を求めていくのかというところを、

時間はかかるところではあるがしっかり議論する必要がある。 

 

（体育・保健体育等における知識・技能に関して） 

○ 技能の部分の内容については、保健学習の中で何をもって技能と位置付けるのか

という部分は、単に実践できればそれが技能というわけでないと考えるので今後

検討が必要である。 

 

○ 保健において、知識・技能の柱を踏まえると、技能が加わったというところでは、

よりよく自分の健康を改善していくため、実践力や改善していく力を技能として

捉えていいのではないか。 

 

○ 保健では、健康に関心を持つことはとても大事なことで、調査によると、保健の

授業に対して楽しいということが例示されていたと思うが、健康に対する関心と、

保健の授業に対する関心には少しずれがあると考える。 

 

○ 個別の知識や技能ということで、技能が入ってきたときに、これまで保健学習、

保健指導ということで整理をしてきたところでの、実践力的なところの整理はど

のように捉えていくか検討が必要ではないか。 

 

○ 健康に関してどういう問題があるのか自分たちでデータを集め、そのデータをど

ういうふうに解釈するのかといったスキルが必要ではないか。それがデータの分

析にかかるようなスキルを身に付けているとすると、それを評価することが必要

になる。これは体育のところでも同じようなことが起こると思うが、この提示さ

れる資質・能力と評価観点の、今後一致させていくようなことを提案していく必

要がある。 

 

○ 技能にしても知識にしても、理解度だとか習熟度は、一見同じようなことを書い

ているようだけれども、小学生だからこれができるとか、中学生だからここまで

できるだとか、習熟度の違いを、うまく反映させることができないと、小学校で

も中学校でも高校でも同じことをしているようにみえる。この資質能力を記述す

るときに、能力そのものに全部レベルの違う能力があるというよりも、どういう

状況の中でそれを発揮することが期待されるのかという、習熟度や理解度のレベ

ルをうまく反映させるようにするべきではないか。 
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○ 枠組みが合うかどうかというよりも、枠組みに合わせるという考え方も一つある。

例えば、これまでの保健では、応急手当は、技能のようにとれるが、これまで知

識として位置付いていたわけで、これまでの知識・技能の考え方を変えるという

ことになる。あるいは知識と技能と分けるのではなく、知識・技能という一つの

形で位置付けるということもあるのではないか。 

 

○ 保健の技能という部分で、例えば、生活習慣病と感染症の予防というときに、「で

きるようになる」というのは、どこをどうもってできるようになるというふうに、

指導して、評価していったらいいのかを具体的な視点に立って検討する必要があ

る。 

 

（体育・保健体育等における思考力・判断力・表現力に関して） 

○ 表現力については、これも全体に関わる問題だと思う。例えば、アクティブ・ラ

ーニングにしろ、子供たちが主体的に学ぶという中で、子供同士がどう関わり合

うのかという、自分が持っている技能だとか、あるいは知識をどう伝えていくの

かという表現力を非常に幅広く捉えたときに、コミュニケーションという中でそ

の精度を高めていくとか、そういうことも考えられるのではないか考える。 

 

○ 自分が集めた情報を整理して、人に分かりやすく伝えるということは要求される

ことだと思う。これは、言語表現であったが、そういうところで引き取ることは

できるのではないか。 他方で、相手の感情をちゃんと見て話をするだとか、受

け入れるところはしっかりと受け入れないと合意形成が図れないが、こうしたも

のを表現力とするのか、それとも、情意・態度とするのか整理する必要がある。 

 

○ 思考力、判断力、表現力等は、知っていること、できることをどう使うかといっ

た部分に関わってくることで、それこそ習得した知識や技能を活用していくとこ

ろが入ってくるのではないか。体育における表現力といったときに、ただパフォ

ーマンスの発揮とか表出とかだけではなくて、自分ができること、知っているこ

とを、コミュニケートして人に伝える、教え合う、そういう具体的な活動として

イメージをしてするものではないか。 

 

○ 現場の教員の授業作りは、グループワークとか、グループで必ず意見交換させる

という授業を展開しなさいと指導が変わってきており、1時間の中に必ず思考判断

するためとしてグループワーク、ペアワークなどいろいろな方法を使っているの

で、それが表現力という形で、体育にも保健にも生かされるとよいのではないか。 

 

○ 表現力にも階層性があるわけで、表出レベルの表現力、つまり、情意と関わって、

うれしいという笑顔を出したり声を発したり、こういう表現力のレベルも子供の

発達段階に応じて認めてあげる必要があるのではないか。 

 

○ 指導内容と関わった表現力であることに限定しておかないと、指導内容と関わり
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のない表現力というのはあり得ないわけで、あくまで体育の指導内容に関わると

いうことでいえば、知識や思考判断、情意で、具体的に感動したり喜んだりした

ときに、発達段階に応じて表現が変わってくるので、この意識を抜いて表現力の

構想を立ててしまうと、単なるパフォーマンスに変わってしまう可能性があるこ

とに留意する必要があるのではないか。 

 

○ 表現力は表現力だけで存在するのではなく、やはり思考力、判断力、表現力がセ

ットなのではないかと考える。何も考えないで、何も判断しないところに表現力

はないということで考えた方よいのではないか。 

 

○ 思考力、判断力、表現力の観点を踏まえた教科等の本質に根差した見方や考え方

といったときに、ゲームの記録を基に振り返りして話し合いをするときにそうし

た活動の中で思考力を発揮し、次の作戦を考えて、みんなで共有して意思決定を

するが、その力まで体育が担わなければならないのか。基本的には、例えば言語

表現の部分は国語で、仲間と協働する部分は特活や道徳とかで担う部分を生かし

て、汎用的な能力を体育の授業の中でも生かしてやるということになると、体育

で独自の思考力、判断力、表現力とは何かとの整理も必要になるのではないか。 

 

○ 体育という身体を規律化するという危ない部分と、表出が自由にできる場面と、

してはいけないマナーみたいなもののぎりぎりのところに身体があると思う。そ

の辺も含めた表現を考えて、これは階層性でどうするかという非常に広い範囲に

なるがその辺も視野に入れた議論する必要もある。 

 

（体育・保健体育等における学びに向かう力・人間性に関して） 

○ レジリエンスの研究で、体を動かす体験を多くする中で立ち直っていくとか、今

を一歩進めていくという体の領域の力がある。そうすると、保健と体育というの

をどこにどうすみ分けたりするではなく、もっと融合される部分があるのかと思

う。分けて討議していった部分が多いが、保健と体育が融合できる部分のところ

にも、この学習指導要領の改訂の中で組み込むことが可能ではないか。 

 

○ 態度のところが、学びに向かう力や人間性という枠で示されているが、もっと、

教科を超えて、体育がまさにいわれている主体的・協働的な態度を身に付けると

ころで貢献できるのではないか。態度自体がここにそのまま入ったらいいのか、

態度に関する知識や技能は体育固有の内容でもあるので、この位置付けの仕方で

いいのか。今の子供たちの自尊感情が低いとか、自己肯定感、あるいは社会参画

等の学校全体で育む力として、体育はここの部分で貢献できるのではないか。 

 

○ 学びに向かう力、人間性のところで、体育の特徴みたいなものが出せるのではな

いかと思う。例えば、協調とか共感となど、体育の現場で子供たちは経験する場

が非常に多いので、そこまで踏み込んでもいいのではないか。 
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生活・総合的な学習の時間ワーキンググループにおける検討事項 

 
【生活科について】 

１．「生活科」を通じて育成すべき資質・能力について 
 ・育成すべき資質・能力の可視化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 
ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 
ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性等） 
・生活科の内容の構成要素等（学年目標を構成する項目、内容構成の基本的な視

点と具体的な視点、内容の構成要素と階層性、学習対象等）と、論点整理で示

された育成すべき資質・能力の三つの柱との関係について 
・中学年以降の各教科等とのつながりについて 
・低学年における他教科等との関連について 

   
２．幼児教育との円滑な接続を図るスタートカリキュラムの中核となる教科として

の位置付けについて 
 ・カリキュラム・マネジメントの視点からスタートカリキュラムの在り方につい

て 
 ・幼児教育との接続及び、他教科等との連携の在り方について 
 ・幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と生活科において育成する資質・能力と

の関連性について 
    
【総合的な学習の時間について】 

１．「総合的な学習の時間」を通じて育成すべき資質・能力の明確化について 
 ・各教科等の学習を踏まえた上で、総合的な学習の時間を通じて育成すべき資質

能力について 
 ・発達の段階に応じた育成すべき資質・能力について 
・発達の段階に応じて身に付けるべき学び方やものの考え方の明確化について 

 
２．教育課程全体における「総合的な学習の時間」の意義について 
 ・各教科における学習で身に付けた資質・能力を相互に関連付けた教科横断的な

学習を行う時間としての意義 
 ・各教科等単独では取り組むことの難しい現代的な課題の学習を行う時間として

の意義 
 ・高等学校教育において、より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的

な学習の時間」の在り方について 
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１.幼児教育との円滑な接続を測るスタートカリキュラムについて 

○ 今回の改訂では、カリキュラム・マネジメントがクローズアップされているが、それぞれ

の小学校で保幼小連携のためのカリキュラム・マネジメントを考えていくとともに、保幼小

接続カリキュラムを保幼小の先生方が一緒に考えるという、学校単位を超えた地域レベルの

カリキュラム・マネジメントというのも同時に考えていくことが必要である。もちろん学校

ごとのカリキュラム・マネジメントが先決だが、中1ギャップを生まないために、中学校区で

小中の接続・連携のカリキュラムを作っていくということと同様に、もう少し広い視野でカ

リキュラム・マネジメントというものを位置付けていく必要がある。 

 

○ 渋谷区では「就学前オープンスクール」という取組を行っており、特に5歳児を対象として、

同じ小学校に入ってくる幼稚園・保育園と小学校が一緒に取組を進めている。昨年度はモデ

ル校で行い、今年度から全校で実施しており、カリキュラムを作るときに、幼稚園と保育園

の先生と一緒に検討している。幼児又は園児がただお客さんとして学校に来て一緒に過ごす

だけではなく、小学校の一員として考えて、先生同士が事前や事後の話合いをする取組が進

んでいる。 

 

○ カリキュラム・マネジメントについては、保幼小でどんな力を育てていくのか、資質・能

力をどう保幼小で積み上げていくのかという目標論と、具体的な活動やプログラムをどう行

うかという部分、それを動かすための研修や組織、それに対する行政のバックアップなど、

トータルに保幼小の環境を考えていくのがカリキュラム・マネジメントであり、一歩踏み込

んだ取組が必要である。 

 

○ 中学校3年生を卒業するときにどんな力を付けたいかということが、校区の中で明確にされ

ておらず、中学校1年生のところで、育成したい力のレベルが、小学校4・5年生ぐらいに落ち

てしまい、系統立てたスキル育成に対する理解ができていない。つまり、カリキュラム・マ

ネジメントができていないということだと思う。 

 

○ アメリカの幼稚園では、あるテーマに沿ってプロジェクト型の学習を行っている例がある。

つまり、幼稚園段階は、カリキュラムの編成の仕方が教科ありきではないので、まずはテー

マありきで、知識をいろいろな角度から集めていくということが実現している。日本では、

なかなか現場の先生方がそのような学び方について理解していないので、幼稚園段階でその

ような自由な発想の学びがあることを、小学校や中学校が知ることから始めていくことも重

要なのではないか。 

 

○ 幼児期の教育は、幼児教育の終了までに育てていくというのが目標になっている。1単位時

間、1日ごとの達成目標に向けて進ませていくのではなく、その子供の学び方を大事にしなが

 

生活・総合的な学習の時間ワーキンググループ 

（第２回、平成２７年１２月８日）における主な意見（未定稿） 
 

80



ら、5歳の終わり、入学前までにねらいを達成していくという学び方である。そのことが、小

学校以降の学習の系統立てと違うということが基盤にある。また、目標は一緒だけれども、

その子供の歩み方を大事にするというのが、5領域を総合的に学ぶという幼児教育の在り方で

ある。テーマに向かって友達と一緒に学んでいくということの背景には、一人一人が自分の

好きなことを見付けて十分に楽しむということが背景にあって、自分が遊びの中で経験した

ことを、また繰り返し使いながら、目的に向けて活用していく、そういうことが幼稚園の遊

びの中で行われている。 

 

○ 「スタートカリキュラムスタートセット」は、幼児教育で育てたいことと小学校の初めを

つなぐとてもよい資料であり、活用を進めることが望まれる。 

 

○ 生活科では、学校生活への適応を図るという部分が強調されすぎてしまっているという危

惧がある。目標では、「その過程において生活上必要な技能を身に付けさせ」と示されており、

授業あるいは学校生活の中で、そういった技能を身に付けていくということになっているが、

適応指導的な部分を取り出した指導になってしまっている面がある。また、教科書の中にも、

トイレの使い方や服の畳み方などが書かれていることから、学校現場では、生活科の中でそ

ういった指導をしなければいけないと受け止められており、スタートカリキュラムの本質を

議論していく必要がある。 

 

○ 地域全体で育成したい資質・能力を整理し、地域と学びとの関わりを発達の段階ごとに定

義している例があり、このような取組は大変参考になる。 

 

○ 子供は問いをもつ存在であり、その問いに寄り添ってカリキュラムをつくっていくという

視点がスタートカリキュラムにあれば、見事に幼児教育と小学校教育がつながる。 

 

○ 自分がふだん出会っている学校種の子供たちの中で、学年が上の子供はとても大人に見え

て、学年が下の子供は幼く見えてしまうことが、ギャップを生み出しているのではないか。

今回、幼児期の終わりまでに育ってほしい具体的な姿ということを、幼児教育の方で整理す

ることになっているので、それを接続するということを、小学校、特に生活科は、きちんと

行う必要がある。5歳児、6歳児が十全に育ったときに、どれだけのことができ、どれだけ内

面が豊かになっているかということを踏まえて、つまり、赤ちゃん扱いしないでスタートす

る必要がある。適応指導で行っているようなことは、5歳の保育園児や幼稚園児にできないは

ずがない。出発点にすべき資質・能力はどこかということを、5歳児からの引受けの中で考え

ていくことが、生活科のカリキュラムを構成する上で大切である。 

 

○ これまで、生活科の育ちが総合的な学習の時間につながるという考えが示されてきたが、

今回、3年生以降の理科・社会科についても、資質・能力という観点から議論がなされてくる

とすれば、それをどう受け止めるかということは非常に重要なことで、理科・社会で育てて

いく資質・能力と生活科の達成状況が接続性をもつという考え方はあり得る。つまり、下請

ということではなく、結果的に、生活科が、3年生以降の理科・社会で育てることの準備とな

るというつなぎ方はあり得る。下請をするということではなく、内容的にも、資質・能力的

にも接続していくということは、子供の育ちにとっても望ましい。 
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○ 小学校の先生方は、幼稚園などでじっくり学んだり、観察をしたり、参加したりすること

は非常に少ない。そのような状況で、幼児教育を実感として理解して、それを生活科に生か

していくことはとても難しい。例えば、幼稚園や保育園に、低学年の教員が参観に行くなど、

制度的にも、教師の交流や、お互いの学び方、子供たちの生活の仕方を肌で感じ合える仕組

みがあるとよい。 

 

○ スタートカリキュラムについて、幼児教育の方にも引っ張られ、3年生以上の教科にも引っ

張られ、内容が両方に引っ張られて薄くなってしまうような印象がある。そういう意味でも、

生活科の内容がより厚いものになっていけば、幼児教育からバトンを渡され、中学年以降に

スムーズに渡していく核になると思う。現在、生活科の内容は、2学年まとめて示されており、

ともすると1年生、2年生の間で余り差がないような授業を見ることもある。もう少し、1年生、

2年生の発達の段階を考えた形で、内容を示していく必要があるのではないか。 

 

○ 生活科と総合的な学習の時間のつながりに関しては、社会事象や自然事象について、不思

議に思う気持ちとか感動する気持ち、美しいものを見てきれいだなと感じる気持ちを大切に

すべきである。 

 

○ 内容の改善に際しては、余りにも社会科や理科に近い内容となってしまうと、それは社会

科や理科そのものになってしまう。 

 

○ 1年生の1学期くらいの観点別評価の枠組みを変えないと、生活科を核とした合科的な指導

を実現する上では壁がある。 

 

○ 中学校区において、15年間で育てていきたい子供たちの資質・能力は何かということを考

え、幼稚園・保育園から中学校の先生が一緒に研究・研修を行っている例がある。このよう

な取組は、幼稚園・保育園・小学校の先生にとっては、自分が育てた子供が小学校に上がっ

てどうなるのか、中学校に上がってどうなるのかということを学ぶことができ、中学校の先

生にとっては、地域全体で子供を育てているということを知ることができるので、双方にと

って大変よい影響がある。 

 

○ 幼児教育や生活科などにおける、遊びと体験を通して言葉にしていくという目標が心に残

った。幼児教育や小学校低学年で情を育むということが重視されなかったために、18歳で進

路の選択をさせるときに、ともすれば知に偏り、選択するだけの幅広い興味・関心が薄く、

自分が専門的にやりたいと思っていることをどう役立ていくかという思考が弱いのではない

かと考えている。したがって、遊びや体験を重視しつつ、それを言葉にして、情を徹底的に

幼児教育や小学校低学年で育てる必要がある。 

 

○ 先生方には、相当なカリキュラム開発能力が要求される。その際、資料5として示されてい

る「幼児教育と小学校教育の接続について（たたき台）（素案）」が参考になる。具体的な資

質・能力を、少なくともこの12個ぐらいのイメージをもちながらどのように組んでいくか、

それに対して、どのように学習活動を対応させていくかという、いわゆるカリキュラム能力
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開発をどうするかということを視野に入れないと、実際の学校現場に広がらない。どのよう

にカリキュラムをつくるかということを学習指導要領あるいは解説に、詳しく書く必要があ

る。 

 

○ 開かれた教育課程やカリキュラム・マネジメントのことを、小学校の先生方にきちんと理

解をしてもらうためには、スタートカリキュラムのことをしっかりと伝えることが一つの手

立てではないか。生活科や総合的な学習の時間は、発達の段階に応じた、子供たちに身近な

テーマを設定し、そのテーマに取り組んでいく過程において、必要な知識とスキルを身に付

けていくものである。身近なテーマを設定すれば、それが緩やかに教科と教科の間の学びを

つなぎ、主体的な学びにもつながり、まさにアクティブ・ラーニングが実現していく。 

また、スタートカリキュラムの本質を小学校の先生が理解するということは、究極的には

資質・能力の育成に視点を置いた、社会に開かれたカリキュラム・マネジメントのことを理

解するよい機会ではないか。スタートカリキュラムで示されていることは、開かれた教育課

程で社会とつながるカリキュラム・マネジメントのことであるということを、どこかに明記

すれば、それがツールになり、1・2年生を担当するときにしっかりとカリキュラムデザイン

ができるのではないか。 

 

 

２.教育課程全体における「総合的な学習の時間」の意義について 

○ 中学や高校の実践は、教科の力を生かした学習になっており、それにより、子供たちは教

科の力の大事さを感じるとともに、教科を学ぶ中で総合的な学習の時間の大切さも感じてく

れる。 

 

○ 総合的な学習の時間については、現行の学習指導要領でも、資質・能力の視点が含まれて

おり、現在の議論の視点も受け入れやすいと考えるが、ほかの教科等は、そのような意識は

これまでなかったと思うので、総合的な学習の時間とほかの教科等の学習を資質・能力とど

う関連付けていくかということに関しては、ほかの教科等の議論の動きを十分に踏まえる必

要がある。 

 

○ 最近、中学校の総合的な学習の時間がよい方向に向かっていると感じる。それは多分、昨

年の「論点整理」で示されたアクティブ・ラーニングという視点から、教科等の学びも探究

的なものに変えなければいけないという考えがあり、その際、総合的な学習で培ってきた探

究的な学びや授業づくりが関係するのだという思いが関係していると考える。ただし、高等

学校に関しては、それぞれの高等学校が掲げるミッションがあり、今の総合的な学習の時間

の在り方では、なかなかそのミッションに応えるような総合的な学習の時間が展開できない

という課題がある。そのため、ある程度、それぞれの高等学校のミッションに応じた、有効

かつ適切なカリキュラム・マネジメントの在り方を示していく必要がある。 

 

○ 日々の各教科等の学習が、総合的な学習の時間での学習につながるような在り方が望まし

い。 

 

○ 探究という面について、小学校ではよく取り組まれているが、中学や高校では、学際的あ
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るいは教科横断的な学びの方に目を向け過ぎて、扱う分野もかなり専門的になるので、探究

という部分が、中学や高校につながっていないのではないかと感じる。そのため、探究とい

う部分をもう少し強調して、それを総合的な学習の時間の本質のどこかにしっかりと位置付

けた方がよいのではないか。 

 

○ カリキュラム論というのは、内容論、対象論を基盤に構成したり考えたりすべきであり、

総合的な学習の時間については、検討事項の資料にある「②実社会・実生活上の課題を解決

することができる」という点に独自性がある。 

 

○ 教科横断的、汎用的なスキルなど、総合的な学習の時間でどういうものを育てていくかを

明確化していくという点に関しては、各学校でどういう生徒を育てていくのかということと

密接に関わる。 

 

○ 汎用的スキルは、挑戦と失敗からしか得られないものが多くある。全ての教員がこういう

力を育てるのだということを自分たちで自覚していないと挑戦はできない。また、評価と一

体となって、観点別評価をしっかりやっていくとかいうことを考えなくてはならず、そのた

めにも、どのような資質・能力を育てていくかということを全体で共有した上で、総合的な

学習の時間を中心としながら各教科等でも取り組んでいくという構造が必要である。さらに、

総合的な学習の時間の探究的な活動を、各教科のどの単元のどのような部分とクロスさせて

いくのかということを教員の中で頭に置いて取り組むということも必要である。 

 

○ 実社会・実生活と関連した学びを行うときの課題は、生徒にとっては1回きりの貴重な機会

だが、地域にとっては、持続していく営みのうちの1年であるということである。どのように

次年度の後輩たちの学びに生かしていくのかという視点をもつと、より地域と実社会・実生

活と関連した学習が進むのではないか。 

 

○ 社会に出てから必要なスキルなどは、キャリア教育で指導すればよく、世界を対象とした

探究的な学びとは整理して考える必要がある。 

 

○ 総合的な学習の時間の内容の例示されている事柄の中には、現在の社会やこれからの教育

課程の中では、総合的な学習の時間の中で取り組む内容としてそぐわないものもあるのでは

ないか。一方で、現在の社会の状況に照らして、選挙権年齢の引下げとの関連など、盛り込

むべき内容もある。 

 

○ 総合的な学習の時間の評価には、ルーブリックが適していると考えるが、最終的に示す評

価の在り方がそれに対応していないという面もあるので、総則・評価部会との連携が必要で

ある。 

 

○ 育てたい力を明確にして評価基準を作成したり、教科との連携を明確に整理したりする取

組が、先生たちの教材研究の力や発想力につながる。 

 

○ 学び合い、ファシリテーション、思考ツールなどを活用しながら、子供たちが主体的に学
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んでいく各教科の授業づくりに取り組むことで、子供たちの学びだけでなくて、教師の授業

に対する姿勢が変わる。その学び合いを通して、子供たちが、例えば課題設定、情報活用処

理、人間関係調整能力などの汎用的な力を付けていくことが、総合的な学習の時間の改善に

役立つ。双方向性をもって各教科等の充実を図ることが総合的な学習の時間の充実につなが

り、総合的な学習の時間のよさが教科に生かされているというよい循環が生まれていると感

じている。 
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特別活動ワーキンググループにおける検討事項 

 

１．特別活動を通じて育成すべき資質・能力について 
 ・特別活動を学ぶ本質的な意義や他教科等との関連性について 
 ・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 

ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 
ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 
ⅲ）どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、

人間性等） 
・小学校、中学校、高等学校における特別活動で育成すべき資質・能力の系統性に

ついて 
・特別活動における学級・ホームルーム活動、児童・生徒会活動、クラブ活動、学

校行事と、育成すべき資質・能力との関係について 
・特別活動で育成すべき資質・能力と、社会の要請（防災や社会参画など）に応じ

た活動内容との関係について 
 
２．アクティブ・ラーニングの三つの視点（※）を踏まえた、資質・能力の育成のた

めに重視すべき特別活動の指導等の改善・充実の在り方について 
 
３．「社会に開かれた教育課程」を実現していく上での特別活動の意義や役割について 
 
４．スタートカリキュラムなど、学校種間の円滑な移行を図る上での特別活動の意義

や役割について 
 
５．小学校、中学校、高等学校の連続性を踏まえた評価の在り方について 
 
６．必要な支援（特別支援教育の観点を含む）や条件整備等について 
 
※アクティブ・ラーニングの三つの視点（企画特別部会「論点整理」１８ページ参照） 

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているかどうか。 

ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程

が実現できているかどうか。 

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、

主体的な学びの過程が実現できているかどうか。 
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産業教育ワーキンググループにおける検討事項 
 

 
１．職業に関する各教科を通じて育成すべき資質・能力について 

・三つの柱に沿った育成すべき資質・能力の明確化について 
    ⅰ）何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能） 

    ⅱ）知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等） 

     ⅲ）どのように社会・世界とかかわり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等） 

   ・職業に関する各教科において育成すべき資質・能力と指導内容との関係について 
   ・職業に関する各教科の科目構成について 

 

２．これまでの実験・実習などの実践的、体験的な学習活動の成果やアクティブ・

ラーニングの三つの視点を踏まえた、資質・能力の育成のために重視すべき指

導等の改善充実の在り方について 
 （三つの視点） 

  ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスの中で、問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過程が実

現できているかどうか。 

  ⅱ）他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの過程が実現

できているかどうか。 

  ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる、主体的

な学びの過程が実現できているかどうか。 

 
３．国家資格や各種検定、研究発表会や競技会等の活用を含めた、資質・能力の

育成のために重視すべき評価の在り方について 
 
４．必要な支援（特別支援教育の観点から必要な支援等を含む）、条件整備等に

ついて 
 

 
※ なお、検討を進めるにあたっては、専門分野ごとに求められる資質・能力を産業界
や関係団体等との間で共有化しながら、以下の事項にも留意する。 

 
①職業人として求められる専門的な知識及び技術の高度化や、職業の多様化への対応 
②社会的責任を担う職業人としての規範意識や倫理観等の醸成、豊かな人間性の涵養 
③地域や産業界との連携・交流を通じた、地域の産業や社会を担う人材の育成 
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